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第一日 平成二十五年九月十日 開 議 午前十時

○委員長（前田信一君）

おはようございます。

平成二十四年度決算につきましては、平田町長初め各担当課には限られた財源の中で町民のための決算、大変ご苦労さ

までした。

議案審議につきましては、委員皆様にもスムーズに進みますよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

ただいまの出席委員数は十四名です。定足数に達しておりますので、ただいまから決算特別委員会を開会いたします。

当特別委員会に付託された案件は、議案第五十六号平成二十四年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件か

ら、議案第六十二号平成二十四年度藤崎町下水道事業会計決算の認定を求めるの件までの七件でございます。

議案説明等のため、理事者及び説明員の出席を求めました。

初日の本日は、議案第五十六号平成二十四年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件から、議案第五十九号

平成二十四年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件までを審査いたします。

二日目は、議案第六十号平成二十四年度藤崎町水道事業会計決算の認定を求めるの件のほか二件を審査する予定です。

なお、詳しい審査日程については、お手元に配付しております日程によりご了承願います。

また、歳入歳出を一括審査します。

それでは、審査日程に従い、議案第五十六号平成二十四年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題と

いたします。

歳入歳出決算の説明を求めます。会計管理者。

○会計管理者（根岸鉄二君）
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おはようございます。

それでは、議案第五十六号平成二十四年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件につきまして、一括してご

説 明 申 し 上 げ ま す 。な お 、 金 額 に つ き まし て は 、 歳 入 は 収 入済 み 額 、 歳 出 は 支 出済 み 額 を 申 し 上 げ ます の で 、 よ ろ し く

お 願 い い た し ま す 。ま た 、 四 百 二 十 八 ペー ジ か ら の 決 算 説 明資 料 に つ き ま し て も、 あ わ せ て ご 参 照 いた だ け れ ば と 存 じ

ます。

それでは、十三ページをお開きください。歳入総額は、七十七億三千七百七万円余りとなりました。

次に、十七ページをお開きください。歳出総額は、七十五億四千二百九十五万円余りとなり、歳入から歳出を差し引い

た 剰 余 金 は 一 億 九 千四 百 十 二 万 円 余 り とな っ た も の で あ り ます 。 こ の う ち 、 翌 年度 へ 繰 り 越 す べ き 財源 と し て 、 継 続 費

逓 次 繰 越 額 が 二 千 四百 八 十 八 万 円 余 り 、繰 越 明 許 費 繰 越 額 が三 百 九 十 九 万 円 余 り、 事 故 繰 越 し 繰 越 額が 百 四 十 四 万 円 余

り で 、 そ の 合 計 額 三千 三 十 二 万 円 余 り を差 し 引 い た 実 質 収 支額 は 一 億 六 千 三 百 七十 九 万 円 余 り と な るも の で あ り ま す 。

実 質 収 支 額 の う ち 、地 方 自 治 法 第 二 百 三十 三 条 の 二 の 規 定 によ り 、 財 政 調 整 基 金へ 一 億 円 、 減 債 基 金へ 四 千 万 円 を 繰 り

入れし、残りの二千三百七十九万円余りを翌年度へ繰り越しするものであります。

それでは、歳入歳出につきまして、決算事項別明細書により、その主なものについてご説明いたしますので、二十二、

二十三ページをお開きください。

歳入についてご説明申し上げます。第一款の町税は、調定額十一億七千七百九十八万円余りに対して、収入済み額が十

億 八 千 百 三 十 九 万 円 余 り と な り 、 収 納 率 は 九 一 ・ 八 ％ 、 歳 入 に 占 め る 割 合 は 一 四 ・ 〇 ％ 、 前 年 度 対 比 で は プ ラ ス 〇 ・

六 ％ の 六 百 三 十 四 万円 余 り の 増 と な っ たも の で あ り ま す 。 内訳 と し ま し て は 、 第一 項 町 民 税 が 四 億 六千 百 六 十 七 万 円 余

り 、 前 年 度 対 比 で はプ ラ ス 一 一 ・ 一 ％ の四 千 六 百 十 五 万 円 余り の 増 、 第 二 項 固 定資 産 税 が 四 億 七 千 百四 十 九 万 円 余 り 、

前 年 度 対 比 で は マ イナ ス 七 ・ 九 ％ の 四 千十 四 万 円 余 り の 減 、第 三 項 軽 自 動 車 税 が三 千 八 百 五 十 四 万 円余 り 、 前 年 度 対 比

で は プ ラ ス 一 ・ 四 ％ の 五 十 四 万 円 余 り の 増 、 第 四 項 町 た ば こ 税 が 一 億 九 百 六 十 八 万 円 余 り 、 前 年 度 対 比 で は マ イ ナ ス
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〇・二％の十九万円余りの減となったものであります。

次のページをお開きください。第二款地方譲与税が七千五百三十五万円余り、歳入に占める割合は一・〇％、前年度対

比ではマイナス五・四％の四百三十一万円余りの減となったものであります。

第六款地方消費税交付金が一億三千五百六十七万円余り、歳入に占める割合は一・八％、前年度対比ではマイナス〇・

九％の百二十四万円余りの減となったものであります。

二十六、二十七ページをお開きください。第七款自動車取得税交付金が二千五十八万円余り、歳入に占める割合は〇・

三％、前年度対比ではプラス二五・〇％の四百十一万円余りの増となったものであります。

第 九 款 地 方 交 付税 が 三 十 六 億 九 千 四百 八 十 四 万 円 余 り 、歳 入 に 占 め る 割 合 は四 七 ・ 八 ％ 、 前 年 度対 比 で は プ ラ ス 〇・

八 ％ の 二 千 八 百 九 十五 万 円 余 り の 増 と なっ た も の で あ り ま す。 内 訳 と し ま し て は、 普 通 交 付 税 が 三 十四 億 四 千 二 百 三 十

三万円余り、特別交付税が二億五千二百五十一万円余りであります。

第十一款分担金及び負担金は、調定額一億七千八百二十三万円余りに対しまして、収入済み額が一億七千四百十九万円

余 り 、 収 納 率 は 九 七・ 七 ％ 、 歳 入 に 占 める 割 合 は 二 ・ 二 ％ 、前 年 度 対 比 で は プ ラス 五 ・ 三 ％ の 八 百 七十 九 万 円 余 り の 増

となったものであります。

次のページをお開きください。第十二款使用料及び手数料は、調定額七千十七万円余りに対しまして、収入済み額が五

千 九 百 九 十 三 万 円 余り 、 収 納 率 は 八 五 ・四 ％ 、 歳 入 に 占 め る割 合 は 〇 ・ 八 ％ 、 前年 度 対 比 で は マ イ ナス 二 ・ 九 ％ の 百 七

十七万円余りの減となったものであります。

三十ページ、三十一ページをお開きください。第十三款国庫支出金が七億七千七百九十万円余り、歳入に占める割合は

一 〇 ・ 一 ％ 、 前 年 度対 比 で は プ ラ ス 〇 ・七 ％ の 五 百 十 一 万 円余 り の 増 と な っ た もの で あ り ま す 。 内 訳と し ま し て は 、 第

一 項 国 庫 負 担 金 が 四億 八 千 五 百 三 十 万 円余 り 、 こ れ は 次 の ペー ジ を お 開 き く だ さい 、 民 生 費 国 庫 負 担金 の 一 節 の 介 護 訓

練等給付費負担金のほか、三節の保育所運営費負担金、四節の子ども手当負担金が主なものであります。
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第二項国庫補助金が二億八千七百六万円余り、主なものとしましては第二目土木費国庫補助金が一億一千八百八十五万

円 余 り 、 こ れ は 社 会資 本 総 合 整 備 交 付 金が 主 な も の で あ り ます 。 第 三 目 教 育 国 庫補 助 金 が 七 千 六 百 九十 二 万 円 余 り 、 こ

れは小学校建設に伴う交付金が主なものであります。

三十四、三十五ページをお開きください。第十四款県支出金が四億一千七百三十五万円余り、歳入に占める割合は五・

四 ％ 、 前 年 度 対 比 では マ イ ナ ス 八 ・ 〇 ％の 三 千 六 百 六 万 円 余り の 減 と な っ た も ので あ り ま す 。 内 訳 とし ま し て は 、 第 一

項 県 負 担 金 が 二 億 七千 七 百 七 十 九 万 円 余り 、 こ れ は 第 一 目 民生 費 県 負 担 金 で 、 二節 の 介 護 訓 練 等 給 付費 負 担 金 の ほ か 、

三節の保険基盤安定負担金、次のページをお開きください、五節の保育所運営費負担金が主なものであります。

第二項県補助金が一億九百四十三万円余り、主なものとしましては第二目民生費県補助金が五千五百十一万円余り、こ

れ は 四 節 の 重 度 心 身障 害 者 医 療 費 補 助 金、 五 節 の 保 育 対 策 等促 進 事 業 費 補 助 金 が主 な も の で あ り ま す。 第 三 目 衛 生 費 県

補 助 金 が 一 千 八 百 九十 九 万 円 余 り 、 こ れは 乳 幼 児 は つ ら つ 育成 事 業 費 補 助 金 、 子宮 頸 が ん 予 防 ワ ク チン 等 緊 急 促 進 事 業

費 補 助 金 が 主 な も ので あ り ま す 。 第 四 目農 林 水 産 業 費 県 補 助金 が 二 千 百 十 七 万 円余 り 、 こ れ は 農 業 委員 会 交 付 金 の ほか、

次 の ペ ー ジ を お 開 きく だ さ い 、 戸 別 所 得補 償 制 度 推 進 事 業 費補 助 金 、 担 い 手 確 保農 地 集 積 事 業 費 補 助金 が 主 な も の で あ

ります。

第三項委託金が三千十一万円余り、これは第一目総務費委託金の二節の県税徴収取扱委託金が主なものであります。

次のページをお開きください。第十五款財産収入が二千百九十二万円余り、歳入に占める割合は〇・三％、前年度対比

ではプラス三〇三・六％の一千六百四十八万円余りの増となったものであります。

四十二、四十三ページをお開きください。第十七款繰入金が二千二十二万円余り、歳入に占める割合は〇・三％、前年

度対比ではプラス二五一・六％の一千四百四十七万円余りの増となったものであります。

第十八款繰越金が四千九百七十四万円余り、歳入に占める割合は〇・六％、前年度対比ではマイナス六・七％の三百五

十九万円余りの減となったものであります。



- 8 -

第十九款諸収入が一億九千九百八十二万円余り、歳入に占める割合は二・六％、前年度対比ではマイナス〇・一％の二

十 八 万 円 余 り の 減 とな っ た も の で あ り ます 。 主 な も の と し まし て は 、 次 の ペ ー ジを お 開 き く だ さ い 、第 三 項 貸 付 金 元 利

収入が六千百七十八万円余り、これは地域総合整備資金貸付金元利収入が主なものであります。

第五項雑入が一億三千二百二十万円余りであります。

次のページをお開きください。雑入の主なものは第三目の一節の競輪交付金、三節の市町村振興自治宝くじ交付金、原

子 燃 料 サ イ ク ル 事 業推 進 特 別 対 策 事 業 補助 金 な ど で あ り ま す。 な お 、 第 三 目 三 節の 雑 入 の 備 考 欄 の その 他 雑 入 七 百 五 万

円余りの詳細につきましては、別に配付しております平成二十四年度雑入予備費に関する資料をご参照願います。

第二十款町債が九億九千五百十万円、歳入に占める割合は一二・九％、前年度対比ではプラス四五・四％の三億一千八

十 一 万 円 余 り の 増 とな っ た も の で あ り ます 。 主 な も の と し まし て は 第 一 項 町 債 第二 目 農 林 水 産 業 債 が一 億 四 千 五 百 五 十

万円、これは福島・徳下地区ほ場整備事業及び福舘地区ほ場整備事業並びに農業基盤整備促進事業債であります。

次のページをお開きください。第三目土木債が八千四百三十万円、これは一節の町道整備事業に係る町道整備事業債が

主 な も の で あ り ま す。 第 四 目 消 防 債 が 一千 七 百 三 十 万 円 で あり ま す 。 第 五 目 教 育債 が 四 億 三 千 八 百 五十 万 円 、 こ れ は 藤

崎及び常盤小学校改築事業に係る整備事業債であります。第六目臨時財政対策債が三億八百五十万円であります。

以上、歳入の収入済み額合計が七十七億三千七百七万円余り、前年度対比ではプラス四・五％の三億三千二百三十一万

円余りの増となったものであります。

次に、歳出についてご説明申し上げます。五十四、五十五ページをお開きください。

第一款議会費が九千三百五十九万円余り、これは議員報酬などの経常経費が主なものであり、歳出に占める割合は一・

二％、前年度対比ではマイナス四・四％の四百三十一万円余りの減となったものであります。

次のページをお開きください。第二款総務費が十億七千六百十七万円余り、歳出に占める割合は一四・三％、前年度対

比 で は マ イ ナ ス 一 六・ 七 ％ の 二 億 一 千 五百 三 十 八 万 円 余 り の減 と な っ た も の で あり ま す 。 主 な も の とし ま し て は 第 一 項
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総 務 管 理 費 が 九 億 三千 十 七 万 円 余 り 、 内訳 と し ま し て は 第 一目 一 般 管 理 費 が 五 億七 百 九 万 円 余 り 、 これ は 一 般 職 と 特 別

職の給料や職員退職手当組合負担金などの人件費が主なものであります。

六十、六十一ページをお開きください。第二目財政管理費が一億九千七万円余り、これは財政調整基金、公共施設等整

備基金、減債基金などへの積立金が主なものであります。

次のページをお開きください。第四目財産管理費が六千六百七十三万円余り、これは庁舎の維持管理費用が主なもので

あります。

六十四、六十五ページをお開きください。第五目企画費が二千四百六十一万円余り、これは十三節の町総合計画（改訂

版）策定のための委託料、十九節の津軽広域連合総務費負担金やまつり実行委員会補助金が主なものであります。

六十八、六十九ページをお開きください。第八目電子計算費が六千三百三十五万円余り、これは十三節の総合行政シス

テム保守業務及び法改正改修業務などの委託料が主なものであります。

次のページをお開きください。第十目出張所費が五千三十七万円余り、七十二、七十三ページをお開きください、第十

一目簡易委託駅業務費が一千四百七十六万円余りであります。

第二項徴税費が九千八百十七万円余り、これは一般職員の人件費のほか、次のページをお開きください、十三節の固定

資産地番図加除修正見直し業務、固定資産税航空写真連携撮影業務委託料が主なものであります。

七十六、七十七ページをお開きください。第三項戸籍住民登録費が三千七百五十二万円余り、これは一般職員の人件費

のほか、次のページの十三節の戸籍総合システム保守業務に係る委託料が主なものであります。

八十二、八十三ページをお開きください。第三款民生費が十九億五千九百九十八万円余り、歳出に占める割合は二六・

〇 ％ 、 前 年 度 対 比 では プ ラ ス 〇 ・ 四 ％ の六 百 八 十 六 万 円 余 りの 増 と な っ た も の であ り ま す 。 う ち 第 一項 社 会 福 祉 費 が 十

一 億 四 百 八 十 三 万 円余 り 、 主 な も の と しま し て は 第 一 目 社 会福 祉 総 務 費 が 一 億 二千 七 百 四 十 八 万 円 余り 、 こ れ は 人 件 費

の ほ か 、 次 の ペ ー ジを お 開 き く だ さ い 、十 三 節 の 福 祉 バ ス 運行 業 務 な ど の 委 託 料、 十 九 節 の 南 黒 福 祉事 務 組 合 負 担 金 、
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社会福祉協議会補助金が主なものであります。

八十六、八十七ページをお開きください。第三目老人福祉費が一千六百十二万円余り、これは次のページをお開きくだ

さ い 、 十 九 節 の 老 人ク ラ ブ へ の 補 助 金 や二 十 節 の 施 設 入 所 者へ の 老 人 措 置 費 が 主な も の で あ り ま す 。第 四 目 障 害 者 福 祉

費 が 三 億 二 百 二 十 五万 円 余 り 、 こ れ は 次の ペ ー ジ を お 開 き くだ さ い 、 十 三 節 の 地域 生 活 支 援 事 業 な どの 委 託 料 や 二 十 節

の 介 護 訓 練 等 給 付 費の 扶 助 費 が 主 な も ので あ り ま す 。 第 五 目老 人 福 祉 セ ン タ ー 費が 一 千 百 二 十 九 万 円余 り 、 こ れ は 十 三

節 の 町 老 人 福 祉 セ ンタ ー 指 定 管 理 料 に 係る 委 託 料 が 主 な も ので あ り ま す 。 第 七 目重 度 心 身 障 害 者 福 祉費 が 一 千 九 百 十 三

万 円 余 り 、 こ れ は 次の ペ ー ジ を お 開 き くだ さ い 、 二 十 節 の 重度 心 身 障 害 者 医 療 費給 付 費 に 係 る 扶 助 費が 主 な も の で あ り

ま す 。 第 八 目 国 民 健康 保 険 整 備 費 が 一 億三 千 四 百 二 十 八 万 円余 り 、 こ れ は 保 険 基盤 安 定 繰 出 金 、 財 政安 定 化 支 援 事 業 繰

出 金 が 主 な も の で あり ま す 。 第 九 目 介 護保 険 整 備 費 が 二 億 六千 六 百 五 十 二 万 円 余り 、 こ れ は 職 員 給 与費 等 繰 出 金 と 現 年

度 分 介 護 給 付 費 繰 出金 で あ り ま す 。 第 十目 後 期 高 齢 者 医 療 整備 費 が 二 億 一 千 九 百八 十 七 万 円 余 り 、 これ は 保 険 基 盤 安 定

繰出金、療養給付費繰出金が主なものであります。

第二項児童福祉費が八億五千五百十四万円余り、主なものとしましては第一目児童福祉総務費が四千五百七十五万円余

り 、 こ れ は 次 の ペ ージ を お 開 き く だ さ い、 人 件 費 の ほ か 、 十三 節 の 子 ど も 手 当 シス テ ム 改 修 業 務 な どの 委 託 料 、 十 五 節

の保育所の補修工事費等が主なものであります。

次のページをお開きください。第二目児童措置費が七億九千八百四十六万円余り、これは十三節の保育所事業の委託料

や 二 十 節 の 保 育 所 運営 費 、 子 ど も 手 当 など の 扶 助 費 が 主 な もの で あ り ま す 。 第 三目 ひ と り 親 家 庭 等 福祉 費 が 一 千 九 十 二

万円余りであります。これは、二十節のひとり親家庭等医療費給付費が主なものであります。

九十八、九十九ページをお開きください。第四款衛生費が四億五千二百四十六万円余り、歳出に占める割合は六・〇％、

前 年 度 対 比 で は プ ラス 九 ・ 九 ％ の 四 千 七十 四 万 円 余 り の 増 とな っ た も の で あ り ます 。 内 訳 と し ま し ては 、 第 一 項 保 健 衛

生 費 が 二 億 五 千 三 百六 十 八 万 円 余 り 、 主な も の と し ま し て は第 一 目 保 健 衛 生 総 務費 が 四 千 四 百 八 十 九万 円 余 り 、 こ れ は
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安 全 な 妊 娠 、 出 産 、育 児 の 保 健 指 導 や 、健 康 診 査 の た め の 一般 職 員 の 人 件 費 の ほか 、 十 三 節 の 妊 婦 健診 業 務 な ど の 委 託

料 、 次 の ペ ー ジ を お開 き く だ さ い 、 十 九節 の 高 度 救 命 救 急 セン タ ー の 運 営 費 補 助金 が 主 な も の で あ りま す 。 第 二 目 保 健

施設費が四千四百五十八万円余り。

百二、百三ページをお開きください。第三目予防費が一億五百八十九万円余り、これは十三節の医療個別検診、予防接

種業務などに係る委託料が主なものであります。

次のページをお開きください。第五目乳幼児及び子ども医療費給付費が二千九百九万円余り、これは二十節の乳幼児医

療費等給付費が主なものであります。

百八、百九ページをお開きください。第二項清掃費が一億九千八百七十八万円余り、これは十三節のごみ収集運搬業務

などの委託料、次のページをお開きください、十九節の一部事務組合に対する負担金が主なものであります。

第五款労働費が十万円余り、これは出稼ぎ者の事故防止や安全就労のための健康診断料が主なものであります。

第六款農林水産業費が五億九千二百九十五万円余り、歳出に占める割合は七・九％、前年度との比較ではプラス四二・

七 ％ の 一 億 七 千 七 百四 十 一 万 円 余 り の 増と な っ た も の で あ りま す 。 主 な も の と しま し て は 第 一 項 第 一目 農 業 委 員 会 費 が

二千七百十八万円余り、これは一般職員の人件費のほか、委員報酬や通常総会の経常経費が主なものであります。

次のページをお開きください。第二目農業総務費が六千四百七十八万円余り、これは一般職員の人件費が主なものであ

ります。

百十四、百十五ページをお開きください。第三目農業振興費が三千二百七十七万円余り、これは十九節の農業経営を支

援するための補助金が主なものであります。

百十八、百十九ページをお開きください。第五目農地費が二億七千百三十三万円余り、これは十九節の国営浅瀬石川土

地 改 良 事 業 費 負 担 金や 、 次 の ペ ー ジ を お開 き く だ さ い 、 福 島徳 下 地 区 ほ 場 整 備 事業 負 担 金 、 農 地 ・ 水保 全 管 理 支 払 交 付

金 が 主 な も の で あ りま す 。 第 六 目 農 業 集落 排 水 事 業 費 が 一 億八 千 七 百 六 十 九 万 円、 こ れ は 農 業 集 落 排水 事 業 会 計 に 対 す
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る 補 助 金 及 び 出 資 金で あ り ま す 。 第 七 目水 田 営 農 対 策 費 が 九百 九 万 円 余 り 、 こ れは 十 九 節 の 水 田 農 業航 空 防 除 事 業 費 補

助金、戸別所得補償制度推進事業費補助金が主なものであります。

第七款商工費が二千七十六万円余り、歳出に占める割合は〇・三％、前年度対比ではマイナス五三・三％の二千三百六

十 六 万 円 余 り の 減 とな っ た も の で あ り ます 。 主 な も の と し まし て は 、 次 の ペ ー ジを お 開 き く だ さ い 。第 二 目 商 工 振 興 費

が一千二百八十四万円余り、これは十九節の町商工会補助金やプレミアム付商品券発行補助金が主なものであります。

百二十四、百二十五ページをお開きください。第八款土木費が六億四千二百二十六万円余り、歳出に占める割合は八・

五％、前年度対比ではプラス一八・四％の九千九百五十八万円余りの増となったものであります。

第一項土木管理費が八千二百四十八万円余り、これは一般職員の人件費が主なものであります。

次のページをお開きください。第二項道路橋梁費が三億一千三百六十二万円余り、内訳としましては第一目道路維持費

が 三 千 四 百 十 三 万 円余 り 、 こ れ は 次 の ペー ジ を お 開 き く だ さい 、 十 三 節 の 消 融 雪溝 清 掃 業 務 な ど の 委託 料 や 十 五 節 の 防

雪柵設置等工事費及び町道等整備費が主なものであります。

百三十、百三十一ページをお開きください。第二目道路新設改良費が一億三千六百九十四万円余り、これは一般職員の

人 件 費 の ほ か 、 次 のペ ー ジ を お 開 き く ださ い 、 十 五 節 の 町 道等 整 備 費 が 主 な も ので あ り ま す 。 第 三 目除 雪 事 業 費 が 一 億

四 千 二 百 五 十 五 万 円余 り 、 こ れ は 生 活 道の 確 保 の た め の 除 排雪 費 用 で あ り 、 十 三節 の 除 雪 業 務 委 託 料、 次 の ペ ー ジ を お

開きください、十四節の除排雪車両借上料並びに十八節のグレーダ購入費が主なものであります。

第三項都市計画費が一億七千八百九十五万円余り、主なものとしましては第二目下水道事業費が一億六千七百四十七万

円余り、これは下水道事業会計に対する補助金及び出資金であります。

百三十六、百三十七ページをお開きください。第四項住宅費が六千七百十九万円余り、これは十一節の修繕料及び、次

のページをお開きください、十七節の土地購入費が主なものであります。

第九款消防費が二億六千四百三十七万円余り、歳出に占める割合は三・五％、前年度対比ではマイナス五・四％の一千
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五 百 十 六 万 円 余 り の減 と な っ た も の で あり ま す 。 主 な も の とし ま し て は 第 一 項 第一 目 常 備 消 防 費 が 二億 四 百 七 十 七 万 円

余 り 、 こ れ は 弘 前 地区 消 防 事 務 組 合 の 負担 金 で あ り ま す 。 第二 目 非 常 備 消 防 費 が三 千 二 百 九 十 一 万 円余 り 、 こ れ は 一 節

の消防団員の報酬や十九節の県市町村総合事務組合への負担金が主なものであります。

百四十、百四十一ページをお開きください。第三目消防施設費が二千三百五十三万円余り、これは十七節の土地購入費

及び十八節の小型動力ポンプ付積載車購入費が主なものであります。

次のページをお開きください。第十款教育費が十二億三千七百四十三万円余り、歳出に占める割合は一六・四％、前年

度 対 比 で は プ ラ ス 八一 ・ 三 ％ の 五 億 五 千五 百 六 万 円 余 り の 増と な っ た も の で あ りま す 。 第 一 項 教 育 総務 費 が 三 億 三 千 二

百 八 十 四 万 円 余 り 、主 な も の と し ま し ては 第 二 目 事 務 局 費 が一 億 六 千 六 百 十 七 万円 余 り 、 こ れ は 一 般職 員 の 人 件 費 の ほ

か 、 次 の ペ ー ジ を お開 き く だ さ い 、 十 三節 の ス ク ー ル バ ス 運行 業 務 な ど の 委 託 料や 、 次 の ペ ー ジ を お開 き く だ さ い 、 十

八 節 の ス ク ー ル バ ス及 び 電 子 黒 板 購 入 費、 十 九 節 の 小 中 学 校各 種 県 大 会 等 出 場 費及 び 小 中 学 校 修 学 旅行 費 の 補 助 金 が 主

な も の で あ り ま す 。第 三 目 給 食 セ ン タ ー費 が 一 億 六 千 五 百 八十 九 万 円 余 り 、 こ れは 一 般 職 員 の 人 件 費の ほ か 、 次 の ペ ー

ジ を お 開 き く だ さ い、 十 一 節 の 給 食 賄 材料 費 な ど の 需 用 費 や、 十 三 節 の 学 校 給 食配 送 業 務 委 託 料 な どの 学 校 給 食 業 務 の

費用であります。

百五十、百五十一ページをお開きください。第二項小学校費が六億一千六百五十六万円余り、内訳としましては第一目

藤 崎 小 学 校 費 が 一 千九 百 八 十 七 万 円 余 り、 こ れ は 一 般 職 員 の人 件 費 の ほ か 、 十 一節 の 光 熱 費 な ど の 需用 費 や 十 三 節 の 管

理業務委託料などが主なものであります。

次のページをお開きください。第二目藤崎中央小学校費が三千八十六万円余り、これは一般職員の人件費のほか、次の

ペ ー ジ を お 開 き く ださ い 、 十 一 節 の 燃 料費 な ど の 需 用 費 、 十三 節 の コ ン ピ ュ ー タ保 守 業 務 な ど の 委 託料 が 主 な も の で あ

ります。

百五十六、百五十七ページをお開きください。第三目常盤小学校費が二千三百二万円余り、これは一般職員の人件費の
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ほ か 、 十 一 節 の 光 熱水 費 な ど の 需 用 費 や十 三 節 の コ ン ピ ュ ータ 保 守 業 務 委 託 や 校舎 清 掃 業 務 委 託 な どの 委 託 料 が 主 な も

のであります。

次のページをお開きください。第四目藤崎小学校建設費が三億三千七百三万円余り、これはグラウンド整備及びプール

新設工事費が主なものであります。

百六十、百六十一ページをお開きください。第五目常盤小学校建設費が二億五百七十七万円余り、これは小学校改築に

伴う設計業務委託料及び工事費が主なものであります。

第三項中学校費が五千三百三十万円余り、内訳としましては第一目藤崎中学校費が三千三百五十五万円余り、これは職

員 の 人 件 費 の ほ か 、次 の ペ ー ジ を お 開 きく だ さ い 、 十 一 節 の燃 料 費 、 光 熱 水 費 など の 需 用 費 や 十 三 節の 委 託 料 が 主 な も

のであります。

百六十四、百六十五ページをお開きください。第二目明徳中学校費が一千九百七十四万円余り、これは職員の人件費の

ほ か 、 次 の ペ ー ジ をお 開 き く だ さ い 、 十一 節 の 光 熱 水 費 な どの 需 用 費 や 十 五 節 の工 事 請 負 費 な ど が 主な も の で あ ります。

次のページをお開きください。第四項社会教育費が二億三千四百七十二万円余り、主なものとしましては第一目社会教

育 総 務 費 が 一 億 一 千五 百 三 十 四 万 円 余 り、 こ れ は 職 員 の 人 件費 の ほ か 、 百 七 十 、百 七 十 一 ペ ー ジ を お開 き く だ さ い 、 十

九節の町文化協会等に対する補助金などが主なものであります。

百七十四、百七十五ページをお開きください。第四目保健体育費が三千三百五十六万円余り、これは十三節のスポーツ

プ ラ ザ 指 定 管 理 料 など の 委 託 料 や 、 次 ペー ジ を お 開 き く だ さい 、 十 九 節 の 町 体 育協 会 補 助 金 な ど の 団体 補 助 金 が 主 な も

のであります。

百 八 十 四 、 百 八十 五 ペ ー ジ を お 開 きく だ さ い 。 第 十 二 款公 債 費 が 十 二 億 二 百四 十 七 万 円 余 り 、 歳出 に 占 め る 割 合 は一

五 ・ 九 ％ 、 前 年 度 対比 で は マ イ ナ ス 一 八・ 〇 ％ の 二 億 六 千 三百 五 十 万 円 余 り の 減と な っ た も の で あ りま す 。 第 一 項 公 債

費 第 一 目 元 金 が 十 億二 千 八 百 八 十 三 万 円余 り 、 こ れ は 財 務 省の ほ か 青 森 銀 行 や 郵便 貯 金 ・ 簡 易 生 命 保険 管 理 機 構 な ど へ
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の償還金であります。

次のページをお開きください。第二目利子が一億七千三百六十四万円余り、これは財務省などへの利払いであります。

第十三款予備費の各款への流用額が一千十一万円余りであります。

なお、備考に記載の充当の内容につきましては、別に配付してございます平成二十四年度雑入予備費充用に関する資料

をご参照願います。

以上、歳出の支出済み額合計は七十五億四千二百九十五万円余り、前年度対比ではプラス五・〇％の三億五千七百九十

四万円余りの増となったものであります。

これで、平成二十四年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件の概要について説明を終わりますが、委員か

らのご質問に対しましては担当部署よりお答えいたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○委員長（前田信一君）

決算の説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑者はページ数を読み上げてから質疑を願います。

これから質疑を行います。浅利委員。

○浅利直志委員

ページ数ですけれども、これは二十九ページですか、歳入にかかわるところです。墓地永代使用料というのがございま

す 。 九 十 万 ほ ど 収 入が あ っ た と 。 そ し て、 墓 地 管 理 料 が 二 十七 万 ほ ど の 収 入 が あっ た と い う こ と な んで す け れ ど も 、 去

年 度 の 墓 地 の 売 れ ぐあ い と い え ば 何 で すけ れ ど も 、 ど う い うふ う に な っ て い ら っし ゃ る の で し ょ う か。 そ の 辺 の 、 ま ず

昨年度の実情をお聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）
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お答えいたします。平成二十四年度は、十八万円の区画が五区画販売されております。以上であります。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

十八万円の区画が五区画ですよね。十八区画売れたんじゃなくて。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

もう一度お答えいたします。十八万円の区画が五区画販売になっております。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

ことしというか、二十四年度の豪雪に当たっての雪置き場というか、捨て場といえば叱られるんですけれども、雪置き

場 に も な っ た よ う な記 憶 が あ る ん で す けれ ど も 、 今 後 も そ うい う 雪 置 き 場 と し て有 効 活 用 す る と い うこ と な ん で し ょ う

か 。 そ れ と も 販 売 なり 、 区 画 を 一 般 財 源で 補 塡 し て い る と いう の も あ る ん で す けれ ど も 、 ど う い う ふう な 方 向 で 販 売 を

広げるといいますか、その辺の対策会議なり、そういうのを持っていらっしゃるんでしょうか。

○委員長（前田信一君）

建設課長。

○建設課長（対馬猛清君）

前段の雪置き場につきましては、私のほうからお答えしたいと思います。常盤地区におきましては、現在のところ、公
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共 用 地 と し て あ い てい る 場 所 が あ そ こ の場 所 と い う こ と で 、今 後 も 二 次 計 画 と して 墓 地 建 設 に 至 る まで は 雪 置 き 場 と し

て建設課のほうで借りる形でやっていきたいと思っております。以上です。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

販売の対策会議ということですが、販売の対策会議は開催しておりません。住民課内の係と課長、副参事等で打ち合わ

せを行っている程度でございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

墓地の個々の人たちにとりましては、維持することも大変な人も実際は出ているんですけれども、ただ、買い過ぎたの

か 、 い ず れ に し て も半 分 近 く が 売 れ 残 って い る と い う か 、 そう い う 状 況 で も あ りま す の で 、 直 ち に やれ と い う 意 味 合 い

で は な い ん で す け れど も 、 さ ま ざ ま な 墓地 に つ い て も 要 望 とい い ま す か 、 埋 葬 の方 式 に つ い て 報 道 され て い る さ ま ざ ま

な 方 式 が 出 て い る わけ で あ り ま す の で 、ま と め て 買 っ て い ただ く と か 、 さ ま ざ まな 方 策 を 、 ま と め て買 っ て い た だ く 団

体 を 探 し て も い い んだ と 思 い ま す け れ ども 、 さ ま ざ ま な 方 策を 担 当 課 な ど で 、 財産 で も あ り ま す の で、 検 討 す べ き で は

ないかなというふうには思っておりますけれども、どういうお考えなんでしょうか。町長に聞きますか。

○委員長（前田信一君）

平田町長。

○町長（平田博幸君）

常盤村から受け継いだ、まず非常に重要な財産でございまして、今後ともあの場所をいろいろ町内外にＰＲしながら、
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担当課とよく詰めて、あらゆる機会を見ていろいろ発信していきたいと思っております。以上であります。

○委員長（前田信一君）

浅利委員に申し上げます。一議案に対しておおむね三回程度までの質問でよろしくお願いします。ほかの委員の方にも

質問があると思いますので、お願いします。

○浅利直志委員

一議案というのはどういう意味ですか。ここで三回で終わりだということなんですか。あなたはそういうふうなやり方

をするんですか。

○委員長（前田信一君）

共同墓地についての浅利委員の質問でしたけれども、ちょっと範囲が広くなっていましたので、そこら辺ちょっと考え

て質問していただければと思います。

浅利委員。

○浅利直志委員

だから、あなたは決算委員長として、一議案について三回というような言い方をしているんですよ。一議案というのは、

今 は 一 般 会 計 の 決 算審 査 に つ い て や っ てい る ん で す よ 。 で すか ら 、 議 案 に つ い て三 回 と い う の は 正 確じ ゃ な い ん じ ゃ な

いですか。

○委員長（前田信一君）

済みません、ふなれなものですから。今後気をつけます。

野呂委員。

○野呂日出男委員

同じページです。今、浅利委員が永代使用料について伺いましたので、関連ではないんですけれども、年々藤崎町もパ
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ーセントは多少他町村よりも低いんですけれども、過疎化の現象にあると思っています。

そこで、その上の欄の斎場使用料の四百二万一千円が計上されておりますけれども、昨年度何人ぐらい死亡した計算に

なるでしょうか。お知らせ願います。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。斎場を使用された件数は三百十五件であります。そのうち他市町村の方が八十二件使用されており

ます。以上であります。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

ページ数は七十七ページでございます。七十七ページの住民基本台帳カード発行業務委託料四万五千三百七十五円と。

これ現実、平成二十四年度に住民記本台帳のカードを発行した人というのは何人ぐらいいるものなんですか。

私、今勘違いしましたけれども、この内容についてまずお聞きします。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。四万五千三百七十五円の内訳でございますが、一件当たり千三百七十五円の三十三件となっており

ます。以上です。

○委員長（前田信一君）
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鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

三十三件ということは、人数でいけば三十三人の発行を二十四年度中にしたということでよろしいんですか。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

鶴賀谷委員おっしゃるとおりでございます。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

今のと関連するんですけれども、三十三件というのですけれども、新たに三十三件なんですか。それとも何か書きかえ

だ と か な ん と か 、 そう い う よ う な こ と なん で す か 。 大 分 こ れに も シ ス テ ム 構 築 とい う こ と で 百 万 二 百万 で は な く て 、四、

五 百 万 も か け た よ うな 記 憶 が 全 国 的 に やっ て い る ん で す け れど も 、 い ず れ に し ても 三 十 三 件 と い う のは 新 規 に 三 十 三 件

ということなんですか。それとも、藤崎町全体では何人ぐらい利用しているんですか。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。三十三件の内訳が新規なのか、または更新なのかというご質問でありますが、新規か更新までの集

計はとっておりません。

それと、現在、町全体で何名ぐらいの方が利用されているかということですが、その資料につきましても、この場に持
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ち合わせておりませんので、お答えすることができません。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

聞くところというあやふやなことではいけないので、何人ぐらい加入していらっしゃるのか、新たなバックナンバーと

い い ま す か 、 納 税 番号 も つ く る と か と いう 国 の 制 度 も 動 き もあ る ん で す け れ ど も、 い ず れ に し て も 一般 会 計 の 委 員 会 が

続いたならば、午後一番でもいいのでお知らせ願いたいと思います。

それで質問については、これも歳入にかかわることなんですけれども、三十七ページでございます。一つは、子宮頸が

ん 予 防 ワ ク チ ン 等 緊急 促 進 事 業 費 補 助 金と し て 六 百 六 十 万 ほど 歳 入 が あ る ん で すけ れ ど も 、 昨 今 、 報道 に よ り ま す と 、

い わ ゆ る 副 作 用 と いい ま す か 、 そ う い うの も 出 て い る と い うよ う な こ と も 言 わ れて お る ん で す け れ ども 、 実 際 、 事 業 六

百 六 十 万 ほ ど の 衛 生費 の 補 助 金 が あ る んで す け れ ど も 、 実 際ど れ ぐ ら い の 分 納 がさ れ た の か と い う こと と 、 副 作 用 情報、

全 国 的 に は あ る ん です け れ ど も 、 藤 崎 町は そ う い う 情 報 が 寄せ ら れ て お る の か とい う こ と で す ね 、 担当 課 に お 聞 き い た

します。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

お答えを申し上げます。まず、この事業については実施対象者が子宮頸がん等となっておりますが、子宮頸がんにのみ

限定すれば対象者が百七十八名でございます。そのうち接種した方が九十一名ということになっております。

そして、子宮頸がんの副作用等のことに関しましては、二十五年六月十四日に国のほうから子宮頸がんの予防ワクチン

の 接 種 に つ い て は 積極 的 な 接 種 の 勧 奨 を差 し 控 え て く だ さ いと い う こ と で 、 県 を通 じ て 当 町 に も 通 知が ご ざ い ま し た 。
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六 月 十 四 日 は 金 曜 日で ご ざ い ま し て 、 すぐ さ ま 当 町 と い た しま し て も 、 ま ず ホ ーム ペ ー ジ で 月 曜 日 にそ れ に つ い て の 警

鐘 を 掲 載 し て ご ざ いま す 。 次 に 、 七 月 一日 号 の 広 報 に お い ても 、 子 宮 頸 が ん の 予防 ワ ク チ ン の 接 種 につ い て は 積 極 的 な

勧奨を差し控えるということでお知らせしておるところでございます。

そしてまた、町においての副作用等の報告については、今のところはございません。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

私も承認というか、そういう経過もあるんですけれども、ワクチンというのは薬一般でもありますけれども、副作用と

い う の が 毒 に も 薬 にも な る と い う 、 そ うい う 側 面 も あ る ん です け れ ど も 、 今 お 答え い た だ い た 積 極 的お 勧 め は し な い ん

だ と 、 自 治 体 と し ては と い う よ う な こ とは 、 ど う い う こ と なん で し ょ う か 。 ど うい う こ と な ん で し ょう か と い う の は 、

補 助 を や め る と か 減ら す と か 、 そ う い う意 味 合 い な の か 、 コマ ー シ ャ ル は も う やら な い で 、 必 要 だ と判 断 す る 親 御 さ ん

なり対象者の人がやればいいんだというようなご判断なんでしょうか。その辺をお聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

お答えを申し上げます。国の通知、ホームページによれば、子宮頸がんの予防ワクチンの接種は積極的にお勧めいたし

ま せ ん と 。 接 種 に 当た っ て は 有 効 性 と リス ク を 理 解 し た 上 で受 け て く だ さ い と いう こ と に な っ て お りま す の で 、 あ く ま

で も こ れ は 接 種 す る方 が ご 判 断 い た だ いて と い う 、 そ う い う形 で の 国 、 県 、 そ れに 基 づ く 町 の 対 応 とい う こ と に な り ま

す。以上でございます。

○委員長（前田信一君）
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奈良委員。

○奈良完治委員

質問させていただきます。ページ数が百三ページ、十三節の委託料というところなんですけれども、当初から見るとか

な り 結 核 と か 子 宮 がん と か 乳 が ん の 委 託料 、 余 り 使 っ て い ない と い え ば 変 で す けれ ど も 、 こ の 辺 何 か理 由 が あ る の か な

と 思 い ま し て 、 具 体的 に 言 う と 、 や る 人が 少 な い と い う の はＰ Ｒ 不 足 な の か 、 それ と も 必 要 が な い とき に 来 て い る のか、

その辺のところどうお考えか、ちょっとお聞かせください。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

お答えを申し上げます。これについては、委員のご指摘のとおり、当初予算等々と比較しまして大分不用額が出ている

と い う 現 状 で ご ざ いま す 。 そ れ に つ い ては 、 実 際 使 わ れ て いな い と い う こ と が 現実 で ご ざ い ま し て 、そ れ に つ い て は 当

課 と い た し ま し て も反 省 す る 点 が あ る とい う こ と で ご ざ い ます 。 そ れ の 対 応 策 とい た し ま し て は 、 二十 五 年 度 の 当 初 予

算 で ま ず は こ れ ら の検 診 、 子 宮 が ん 、 乳が ん 、 特 定 健 診 、 医療 個 別 検 診 等 々 に つい て は 自 己 負 担 を まず 軽 減 し て 、 少 し

で も 一 人 で も 多 く 検診 を 受 け て い た だ きた い と い う こ と で 、ま ず は 二 十 五 年 度 の当 初 予 算 で 検 診 の 委託 料 を 見 直 し し て

お り ま す 。 そ の 結 果と い た し ま し て 、 二十 五 年 度 の 申 し 込 みで は か な り の 申 込 数の 増 加 が 見 ら れ て ござ い ま す 。 た だ 、

申 し 込 み の 時 点 で ござ い ま す の で 、 結 果が ど の よ う に 、 結 局や ら な い 方 も 出 て くる か も わ か り ま せ んの で 、 そ う い う 方

が で き る だ け 少 な いよ う に 今 そ う い う 勧奨 に 努 め て い る と ころ で ご ざ い ま す が 、い ず れ に い た し ま して も 二 十 五 年 度 で

はそういう対応をして、一人でも検診実施者をふやすという努力をしております。以上です。

○委員長（前田信一君）

奈良委員。
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○奈良完治委員

それこそ予防医療のほう、力を入れて、少しでも元気な人生を町民の皆さんに送っていただくように努力してください。

次、百十七ページなんですけれども、十九節負担金補助及び交付金なんですけれども、そこの上から五段目、私も少し

リ ン ゴ や っ て い ま すの で 、 こ の リ ン ゴ の共 済 制 度 の 加 入 促 進事 業 の 補 助 金 、 こ の中 身 と 、 今 ど の ぐ らい の 人 が 加 入 し て

いるか、ちょっと教えていただければ。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

お答えいたします。二十四年度のリンゴの共済制度の加入者でございます。二百二十七戸、面積が二百八十七・五ヘク

タールです。加入率が四三％ということです。本年、二十四年だけでよろしいですか。（「はい」の声あり）

以上でございます。

○委員長（前田信一君）

奈良委員。

○奈良完治委員

この補助金のほう、もう少しアップすれば加入率も上がってくるんではないかと思いますが、その辺、町長、どうお考

えかお知らせいただきます。

○委員長（前田信一君）

平田町長。

○町長（平田博幸君）

お答えします。車の任意保険と同じで、これは農家の責任で掛金を掛けるのが私は通常の考え方と思っております。た
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だ 、 余 り に も 加 入 率が 低 い か ら 、 こ こ の津 軽 一 帯 の リ ン ゴ 地帯 の 市 町 村 で 一 〇 ％か ら 一 五 ％ 、 補 助 率し て い る と い う の

が 現 状 で す 。 当 面 は今 の 一 五 ％ で し た っけ 、 農 政 課 長 。 我 が町 は 一 五 ％ の 掛 金 を助 成 し ま す け れ ど も、 そ れ を 継 続 し て

実施していきたいと思っております。

○委員長（前田信一君）

奈良委員。

○奈良完治委員

確かにそのとおりなんですけれども、四三％という数字を見ると、農家経営の中では非常に苦しい掛金なのかなという

ふ う に 感 じ て い ま す。 そ の 辺 、 い ろ い ろ精 査 し て い た だ き まし て 、 少 し で も 励 み、 ま た 力 に な る よ うな 打 ち 合 わ せ など、

よろしくお願いします。

もう一つ質問したいんですけれども、百十九ページになります。これも十三節委託料なんですけれども、農業体質強化

基 盤 整 備 促 進 事 業 設計 業 務 委 託 料 、 こ の中 身 、 私 ち ょ っ と 忘れ て し ま い ま し た ので 、 説 明 の ほ う を よろ し く お 願 い し ま

す。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

お答えいたします。これ詳細の個々は私、今ちょっと資料ないんですが、これ昨年、農道整備をやらせていただいたと

い う こ と で 、 事 業 費で 一 億 五 千 万 弱 な んで す け れ ど も 、 そ の農 道 整 備 及 び 水 路 の設 計 業 務 委 託 と い うこ と で ご ざ い ます。

以上でございます。

○委員長（前田信一君）

奈良委員。
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○奈良完治委員

ありがとうございました。

もう一つ、百二十一ページです。また負担金補助及び交付金なんですけれども、右の一番隅の上に環境保全型農業直接

支払交付金とありますけれども、これは支払でよかったんですか。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

はい、直接支払交付金でよろしいです。そのとおりです。

○委員長（前田信一君）

奈良委員。

○奈良完治委員

重箱の隅をつつくようですが、予算書ではこれたしか支援になっているはずなんですけれども、その辺。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

これ直接支払のほうです。これはなぜ直接支払というかというと、国から直接農家に支払われるということで、全部で

総 額 、 一 反 歩 当 た り八 千 円 な ん で す け れど も 、 国 か ら は 町 を通 り ま せ ん 、 国 の もの は 。 そ う い う 意 味で の 支 払 い と 。 こ

こに載っているものは県と町の分ということで載せています。事業名は同じでございます。

○委員長（前田信一君）

奈良岡委員。
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○奈良岡文英委員

二十九ページの歳入の教育費負担金の二節に給食費負担金滞納繰越分六万六千円余り計上していますけれども、これは

給 食 セ ン タ ー を 始 める と き 、 給 食 費 の 滞納 対 策 と か を ど う する の か と い う の が 問題 に も な っ た り 議 論に も な っ た ん で す

け れ ど も 、 こ の 給 食費 の 滞 納 分 は 給 食 セン タ ー 始 ま っ て か らど う い う 傾 向 に あ るの か 。 ふ え つ つ あ るの か 、 減 っ て い る

のか、その辺伺います。

○委員長（前田信一君）

学校給食センター所長。

○学校給食センター所長（佐々木盛男君）

お答えいたします。滞納については学校長のほうにお願いしているわけですけれども、ことしの六月二十一日に一万五

千 三 百 円 の 納 入 が ござ い ま し て 、 二 十 三年 度 分 ま で の 分 が 完納 に な っ て ご ざ い ます 。 現 在 は 二 十 四 年度 分 、 昨 年 の や つ

で は 八 万 四 百 円 と なっ て い ま す け れ ど も、 こ ち ら の ほ う も 六月 二 十 一 日 に 納 入 がご ざ い ま し た 。 な ので 、 現 在 は 二 十 四

年度の未納分のみと、それからことし、現年度分の未納分ということになっております。以上です。

○委員長（前田信一君）

奈良岡委員。

○奈良岡文英委員

率にすれば微々たるものだと思いますけれども、これは滞納がないに越したことはないので、引き続き滞納が、給食費

が滞らないように取り組んでいただきたいと思います。

続いて、百二十一ページの水田営農対策費の十九節、水田農業航空防除事業費補助金二百万円、これはラジヘリの防除

に対しての補助金だと思いますけれども、これは一反歩当たり、実際のところ幾らぐらいの補助になるんでしょうか。

○委員長（前田信一君）
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農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

まず、当町で旧藤崎、旧常磐、農協管内で二つの事業主体がございまして、一つのほうはまず津軽みらい農協常盤支店

の ほ う な ん で す が 、こ れ に つ い て は 散 布料 金 、 こ れ い っ ぱ いあ る ん で す が 、 全 部で 四 百 七 十 六 ヘ ク ター ル 行 っ て い ます。

散 布 料 金 が 一 回 目 の散 布 で 十 ア ー ル 当 たり 千 五 百 七 十 五 円 と。 二 回 目 も 同 じ 額 でご ざ い ま す 。 そ れ から 、 こ れ 今 度 、 藤

崎 地 区 航 空 防 除 協 議会 と い っ て 、 旧 藤 崎の ほ う で す 。 こ れ につ い て は 、 散 布 料 金、 二 回 散 布 で 十 ア ール 当 た り 三 千 円 と

いうふうになってございます。

これに対して、総額で二百万円ということになります。なので、ちょっと面積で割れば微々たるものです。二百円かな

ということになります。

○委員長（前田信一君）

奈良岡委員。

○奈良岡文英委員

薬剤散布は任せっきりなのでちょっと内容は町長のように把握していませんけれども、これは水稲の薬剤散布も高齢化

が 進 ん で 、 皆 さ ん 大変 な 作 業 で 、 し か も常 盤 地 区 は 減 農 薬 栽培 と い う の が 多 い んで す け れ ど も 、 そ れで も 一 回 は 散 布 す

る と い う こ と に な って い る ん で す け れ ども 、 こ れ 定 額 と い うよ り も 、 も っ と 薬 剤散 布 の 能 力 と か 農 家の 人 が 高 齢 化 し て

い る と い う こ と を 考え れ ば 、 も う 少 し 拡充 し て も い い の か なと い う 気 が す る ん です け れ ど も 、 来 年 度に 向 け て そ の 辺 は

どうですか。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）
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お答えいたします。この件については、前々からもお話に出ていまして、今回、来年度に向けてもう一回この事業主体

の状況等々も吟味して、協議して検討してまいりたいと思います。以上です。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

ページ数は百十七ページでございます。百十七ページの学校給食地場農畜産物利用拡大事業費補助金百七万二千二百二

十円と。この内容についてまずお聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

お答えいたします。詳細の供給量等々についてはちょっとご勘弁ください。これについては学校給食に対する地元の食

材 の 供 給 と い う こ とで 、 地 産 地 消 を 狙 った も の で し て 、 そ れに 対 し て そ の 食 材 の一 部 を 助 成 す る と いう こ と で す 。 ま ず

一 つ は 米 粉 パ ン な んで す が 、 こ れ が 総 額で 十 一 万 二 千 円 ほ どと 。 そ れ か ら リ ン ゴジ ュ ー ス 、 こ れ 二 十四 年 か ら ス タ ー ト

し て い る の か な 、 でい き ま す と 十 九 万 三千 円 の 助 成 と 。 そ れか ら 野 菜 、 こ れ 通 常、 地 元 の 野 菜 と い うこ と で 六 十 一 万 七

千 円 。 そ れ か ら 、 あと は セ ン タ ー に 食 材を 供 給 す る た め に 一時 食 材 を 保 管 す る ため に 、 食 彩 と き わ 館の ほ う に 貯 蔵 庫 が

あ り ま す 。 そ の リ ース 料 の 一 部 を 助 成 して い ま す 。 十 四 万 九千 円 と い う こ と で 、総 額 で 百 七 万 二 千 円と い う こ と に な り

ます。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員
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厳しいな。先に言われれば、わも質問しにくいんだいな。要は、地場産業の割合というところに行きたいところなんだ

け れ ど も 、 そ の 資 料が 今 現 在 な い ん で しょ う 。 地 産 地 消 率 のと こ ろ に 行 き た い んで す け れ ど も 、 今 はわ か ら な い ん で す

よね。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

二十四というよりも、現在一八・七％というふうに記憶してございます。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

その一八・七％が、今の予算をかけて前年度よりもどういう効果になったのかというところで私聞きたいんですよ。実

際 こ う い う こ と を して 、 割 合 が 高 く な った の か 低 く な っ た のか と い う と こ ろ な んで す け れ ど も 、 そ こは 、 正 し い 数 字 で

なくてもいいです、あなたの記憶でいいので、お答えいただければと思います。訂正はいつでもできます。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

お答えいたします。たしか食育プランを二十年でしたか、つくったときに、一七％だったと思うんですが、それから見

ま す と 少 し は 伸 び てい ま す 。 た だ 、 な かな か 当 初 か ら い ろ いろ 食 材 の 質 と か 規 格の 問 題 が あ っ て 、 なか な か そ う い う 規

格 に 通 っ た も の を うま く つ く れ な い 農 家の ほ う が あ っ て 、 そう い う 面 で は ま だ 伸び に く い か な と い う状 況 で ご ざ います。

○委員長（前田信一君）
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鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

最後、町長にお尋ねします。我々の会議も議員が派遣されて会議の中でもあるんですけれども、この問題も一般の町民

か ら 話 が 出 る ん で すよ 。 お 互 い 正 し い こと を 言 っ て い る ん です 。 要 は 、 学 校 給 食や る と き に 、 町 長 も議 員 時 代 で し た の

で お わ か り だ と 思 うん で す け れ ど も 、 やっ ぱ り 学 校 給 食 で 地産 地 消 と い う 目 的 も一 つ の 物 の 考 え 方 もあ る と 。 基 本 は 食

育 だ と 。 そ の 中 で 地産 地 消 も 考 え て い こう よ と い う 形 の 中 で学 校 給 食 ス タ ー ト した と 私 は 思 っ て い ます 。 そ の と き に 、

今 ず っ と 学 校 給 食 やっ て 、 先 ほ ど お 話 しし た よ う に 、 や っ ぱり 自 分 の 立 場 の 中 で見 方 が 変 わ る と 。 要は こ う い う こ と で

す 。 農 家 の 人 た ち は今 、 農 産 物 で き て いる も の を 主 に 献 立 に使 っ て ほ し い と 、 こう 考 え て い る ん で すよ 。 献 立 立 て る 人

は 、 や っ ぱ り 子 供 たち の 栄 養 面 で す か ら、 い ろ ん な こ と を 考え な が ら や る と 。 です か ら 、 そ う い う 今お 金 か け て や る の

も 確 か に 必 要 で す 。こ れ か け て い け ば 地元 の 農 産 物 、 地 産 地消 の 率 は 上 が っ て いく と 思 い ま す 。 で も、 そ こ の と こ ろ の

お 互 い 協 力 し 得 る 体制 、 要 は 藤 崎 町 で 農産 物 が こ の 時 期 に でき て い る ん だ と 、 それ を 主 に 子 供 た ち にそ の 時 期 に 学 校 給

食 の 食 材 と し て 使 って ほ し い ん だ と い う、 こ う い っ た 考 え 、私 必 要 だ と 思 う ん です け れ ど も 、 そ の こと に つ い て 町 長 に

お尋ねいたします。

○委員長（前田信一君）

平田町長。

○町長（平田博幸君）

全く鶴賀谷委員が考えている内容と、きょう議場にいる皆さん、そして我々参与席に座っている理事者側と、思いする

と こ ろ は 合 致 し て いる と 思 っ て お り ま す。 ま ず は 給 食 セ ン ター そ の も の を 、 行 政そ の も の を 考 え る と、 決 ま っ た 時 間 に

水 洗 い 、 衛 生 面 を 気に し な が ら あ っ た めて 献 立 つ く っ て 配 送す る と 。 そ れ が ま ず給 食 セ ン タ ー の 第 一義 の 仕 事 だ と 私 は

思 っ て お り ま す 。 その 中 で 地 元 の も の を使 っ て 、 で き る だ け使 う と い う の が 食 育に も つ な が っ て い くし 、 地 産 地 消 に も
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つ な が っ て い く と 。片 や 農 家 の 方 は 、 この ぐ ら い 曲 が っ た ネギ で も 使 っ て く だ さい よ と い う の が 基 本的 な 考 え 方 だ と 思

っています。

実はことし、皆さんご存じのとおり、五者協定で代表者会議パルシステム東京のほうに私行きました。向こうの理事長

初 め 理 事 の 皆 さ ん 、そ し て こ っ ち か ら 行っ た 常 盤 地 区 の Ｊ Ａさ ん の 職 員 の 皆 さ んと 夜 、 会 食 し な が ら激 論 を 交 わ し た こ

と も あ り ま す 。 私 はし ら ふ で い ま し た けれ ど も 、 向 こ う は ちょ っ と お 酒 入 っ て いま し た の で 、 第 一 義に は 給 食 セ ン タ ー

そ の も の は 決 ま っ た時 間 に 千 三 百 食 と いう 、 そ れ を 安 全 を 第一 に 届 け る と い う のが 、 カ ロ リ ー も 考 えて 、 そ れ が 主 だと。

第 二 と い う の は 地 産地 消 、 そ う い う こ とに な り ま す の で 、 それ は 一 概 に 皆 さ ん の要 望 だ け 取 り 上 げ てい け ま せ ん よ と い

う よ う な お 話 を さ せて も ら い ま し た 。 です か ら 、 常 日 ご ろ から 給 食 セ ン タ ー の 職員 あ る い は セ ン タ ー長 ひ っ く る め て 、

食 材 を 届 け て い た だい て い る グ ル ー プ との 懇 談 も 密 に し な がら 、 最 低 限 こ の 時 間で こ の ぐ ら い の 衛 生面 で こ の ぐ ら い の

野 菜 で あ れ ば 使 え ると か 、 そ う い う 意 思の 疎 通 は し ょ っ ち ゅう 図 っ て 、 少 し で も地 元 の も の が 使 え るよ う な パ ー セ ン テ

ー ジ を 図 り な が ら 給食 セ ン タ ー 側 も 努 力す る と 。 そ れ か ら 食材 を 届 け る 農 家 の 皆さ ん も 新 鮮 で 安 全 でと い う と こ ろ を い

ろ い ろ 話 し 合 う 、 それ が 基 本 的 な ス タ ンス だ と 思 っ て い ま すの で 、 こ れ か ら も また 機 会 あ る ご と に 継続 す る よ う な 話 し

合いを持つような指導を出していきたいと思っております。以上であります。

○委員長（前田信一君）

学校給食センター所長。

○学校給食センター所長（佐々木盛男君）

地場産の今年度の発注の状況をちょっとお知らせしたいと思います。まず、発注元は食彩館のほうに窓口になっていた

だ い て お り ま す 。 それ で 、 三 月 に 年 度 末に こ と し の 年 間 の シー ズ ン ご と の 作 物 、そ れ か ら 数 量 を 生 産計 画 書 み た い な 感

じ で 生 産 者 の ほ う から 出 し て い た だ い てい ま す 。 な の で 、 何月 に ど の 品 種 が ど のぐ ら い と れ る か と いう の を 生 産 者 の ほ

う か ら お 出 し し て いた だ い て い ま す の で、 当 方 と し て は そ の生 産 数 量 を 見 な が ら献 立 を つ く っ て お りま す 。 そ れ で 発 注
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し て い っ て 、 例 え ばジ ャ ガ イ モ 五 十 キ ロ、 ニ ン ジ ン 三 十 キ ロと い う ふ う な 形 で 生産 計 画 数 量 を 考 え なが ら 発 注 を か け て

い る ん で す が 、 我 々と し て は 発 注 し た 数量 が 入 っ て く れ ば 給食 が 回 っ て い く わ けな の で 、 そ れ が 食 彩館 の ほ う で き っ ち

り 地 場 産 を そ ろ え るか 、 そ れ と も 県 産 でそ ろ え る か と い う のは 食 彩 館 の 裁 量 と いい ま す か 、 我 々 と して は あ ら か じ め 生

産 者 の ほ う か ら お 出し い た だ い た 生 産 計画 書 に 基 づ い て 献 立を 考 え て 数 量 を 発 注し て い る と い う の が現 在 で ご ざ い ます。

以上です。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

ここの中で、行政側と食彩館、食彩館を通して農家という形になっていくと思うんですけれども、そこの中の先ほど町

長がお話しした話し合いというんですか、協議会みたいなものは今現在はないんですか。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

お答えいたします。連絡協議会、ちょっと正式名称忘れましたが、あります。年間何回か集まって、協議もしくは問題

点 等 を み ん な で 検 討し て い ま す 。 そ れ と、 あ と 食 彩 と き わ 館の ほ う が メ ー ン に なっ て い ま す の で 、 あと か あ さ ん の 店 と

ふじの里、その間ではまたいろいろ話し合いもしているようでございます。以上でございます。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

今盛んにいろんな審議していますけれども、県外、要は藤崎町以外に出て藤崎の農産物を全国的にＰＲしている状況で
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す 。 で す か ら 、 そ れを や る ん だ っ た ら もっ と 地 元 の 良 品 な 安心 安 全 な 農 産 物 を 私は も っ と 活 用 し て いく べ き だ と 思 い ま

す の で 、 何 と ぞ そ この と こ ろ を 連 絡 を 密に し て い た だ い て 、地 場 産 率 を 上 げ て いた だ く よ う な 政 策 をお 願 い 申 し 上 げ ま

す。

○委員長（前田信一君）

吉村委員。

○吉村忠男委員

ページ数は四十七ページです。競輪交付金の件ですけれども、二十四年度は二千七百万ぐらい青森市から交付されてい

る よ う で ご ざ い ま すけ れ ど も 、 一 部 で ちょ っ と 耳 に 挟 ん だ んで す け れ ど も 、 青 森市 側 の ほ う で こ の 二千 七 百 万 と い う 交

付 金 を も う 少 し 減 額し て け ろ と 、 こ う いう よ う な 話 も ち ょ っと 耳 に し た ん で す けれ ど も 、 そ の 辺 は どう な っ て い る も の

ですか。

○委員長（前田信一君）

総務課長。

○総務課長（五十嵐 晋君）

ただいま競輪交付金についてのご質問だと思いますけれども、私、昨年度から青森市側のほうでは競輪の収入に見合っ

た 形 で の 交 付 金 に して い た だ け な い か とい う こ と で 協 議 を して ご ざ い ま す 。 ま だ協 議 そ の も の は 成 立し て ご ざ い ま せ ん

で 、 二 千 七 百 万 と いう 数 字 は 町 と そ れ から 青 森 市 と 協 議 し た協 議 書 で 定 め ら れ てい る 金 額 で ご ざ い ます 。 今 こ の 金 額 に

ついて、その率をどうするかというところの検討をしているところでございます。以上でございます。

○委員長（前田信一君）

吉村委員。

○吉村忠男委員
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そうすれば、二十五年度は現状維持ということも、はっきりしないということですか。

○委員長（前田信一君）

総務課長。

○総務課長（五十嵐 晋君）

二十五年度どうなるかも含めまして、今、青森市側と協議しているところでございます。以上でございます。

○委員長（前田信一君）

吉村委員。

○吉村忠男委員

同じページですけれども、福島・徳下地区のほ場整備事業、これ去年ことしと工事実施されておりますけれども、こと

しで大体工事終了ですか。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

お答えいたします。工事、全体の工期といいますか、それは二十八年まででございます。ただ、実質、面工事等につい

て は も う 今 回 二 期 目で す の で 、 昨 年 も あと 半 分 、 ほ ぼ 終 わ って い ま す 。 あ と い ろい ろ 残 っ た 道 路 の 関係 と か 、 あ と ち ょ

っ と じ ゃ っ ぱ 仕 事 では な い ん で す け れ ども 、 そ う い う も の があ り ま し て 、 一 応 全完 了 二 十 八 年 と い うこ と に な っ て い ま

す。

○委員長（前田信一君）

工藤委員。

○工藤健一委員
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ページ数、二十九ページの住宅使用料の件ですけれども、公営住宅使用料滞納繰越分の、二十四年度はそういうふうに

なっているんですけれども、それ以外にまだ滞納分あるんでしょうか。

○委員長（前田信一君）

建設課長。

○建設課長（対馬猛清君）

これは二十四年度分ですが、過年度分の滞納金もございます。金額にしますと、過年度分が合計で六百二十四万ほどで

ございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

工藤委員。

○工藤健一委員

過年度分六百二十四万と、それは大分、何年も前からまた未納の方もあると思いますけれども、前は何だか裁判挟んで

退居してもらったこともありますけれども、最長何年払っていない方がおられますか。

○委員長（前田信一君）

建設課長。

○建設課長（対馬猛清君）

この資料によりますと、一番古いやつですと十七年になりますが、その方がずっと現在まで滞納かというのはちょっと

この資料ではわかりませんが、一番古いのですと十七年ということでございます。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員
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六十五ページでございます。歳出の財産管理費というところですけれども、この中の十三節委託料で公有財産データ整

備 業 務 委 託 料 五 百 万円 ほ ど だ と い う ふ うに な っ て い る ん で すけ れ ど も 、 こ れ は どう い う 業 務 を 委 託 した ん で す か 。 ど こ

に 委 託 し た ん で す か。 ど う い う 業 務 、 デー タ 整 理 だ か ら デ ータ を 整 理 し た ん だ とい う こ と は わ か り まし た の で 、 ど う い

うところにこれ委託したんですか。

○委員長（前田信一君）

企画財政課長。

○企画財政課長（能登谷英彦君）

この公有財産のデータ整備業務委託は、財務四表を作成する上で必要な固定資産の情報と町の財産の情報をリンクさせ

る た め の デ ー タ で して 、 税 務 課 で 所 有 して い る 公 図 に 町 の 財産 を 当 て は め て 、 それ の 財 産 が 何 の 財 産な の か 、 ど こ の 財

産 な の か 、 何 課 で 管理 し て い る の か と いう の を 調 査 す る た めの 、 リ ン ク さ せ る ため の デ ー タ 整 備 の 委託 料 で ご ざ い ます。

実施させた企業はパスコでございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

私は五百万もかかるのかというところに、つまり行政としては今までも基本的な台帳を持っているわけですよね。そし

て 、 今 回 は 財 務 四 表と い う か 、 そ う い うも の と リ ン ク さ せ る、 連 動 さ せ る た め に精 査 を し た ん だ と いう こ と で 五 百 万 だ

と い う こ と な ん で すけ れ ど も 、 基 本 的 には ど う い う こ と な んで す か 。 台 帳 を も とに し て そ れ を 打 ち 込ん で 、 ど う い う と

ころがシステム化されたんですか。

○委員長（前田信一君）

企画財政課長。
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○企画財政課長（能登谷英彦君）

パソコンでの処理になるわけですけれども、航空写真等を使って、まず家屋や土地の状況、そういったものを税務課の

ほ う で あ る も の に 町の 財 産 を 全 て 当 て はめ て 、 中 に は 旧 常 盤村 と 書 い た も の が あっ た り 、 ま た は 旧 田舎 館 と い う ふ う な

台 帳 が あ っ た り 、 そう い っ た も の を ど この 誰 が 今 管 理 し て いる の か と い う こ と を突 き 詰 め る の は や っぱ り な か な か 役 場

の通常の業務では難しいということで、その部分について一括でお願いした経費でございます。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

正直にお話ししたんだろうと思いますけれども、旧田舎館というふうなこともあったという話なんですけれども、旧常

盤村の台帳の中にあったということ、どういうものなんですか。

○委員長（前田信一君）

企画財政課長。

○企画財政課長（能登谷英彦君）

三ツ屋の道路が当時は田んぼであったということで、中身を見たら、現在は三ツ屋の十文字の道路が田舎館の所有の状

態のまま現在まで存在しているということでございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

台帳が田舎館の状態で存在していたというようなことなんだろうと思いますけれども、それで、ページ数でいきますと、

財 産 に 関 す る 調 書 とい う の が 添 付 さ れ てお り ま す 。 こ れ も 改め て 整 備 し 直 し た とい う ふ う に 私 と し ては 理 解 す る 、 四 百
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十 二 ペ ー ジ で ご ざ いま す 。 私 は ま ず 第 一番 目 に お 聞 き し た いの は 、 土 地 、 建 物 、イ が 総 括 財 産 調 書 とな っ て 、 ロ が 行 政

財 産 調 書 と な っ て いる ん で す 。 土 地 及 び建 物 。 （ 二 ） の と ころ で 山 林 と い う の があ り ま す よ ね 。 立 木の 推 定 蓄 積 量 八 百

四 十 一 立 米 で す か 。五 町 歩 あ っ て 、 八 百四 十 一 立 米 増 減 し たと い う ふ う に な っ てい る ん で す け れ ど も、 先 ほ ど 貴 重 な 常

盤 か ら の 財 産 だ と 町長 が 言 っ て お り ま した け れ ど も 、 墓 地 のあ れ も あ っ た ん で すけ れ ど も 、 分 収 造 林あ り ま す よ ね 。 そ

の こ と だ と 思 う ん です け れ ど も 、 分 収 造林 の 山 林 と い う か 、立 木 と い う の は 町 の財 産 じ ゃ な い ん で すか 、 こ れ 。 ど う し

てこういう区分にしたのでしょうか、お聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

会計管理者。

○会計管理者（根岸鉄二君）

財産の区分に関することですので、私のほうからお答えいたします。この山林の区分につきましては、所有権ありの山

林 と 、 分 収 林 も こ れ権 利 で す の で 、 今 まで は 合 併 当 初 は こ の分 に つ い て は 調 書 の中 に は 入 れ て い な かっ た と 。 た だ 、 経

緯 か ら い き ま す と 、こ の 分 収 に つ き ま して も 掲 載 す べ き で ある と い う こ と に な って い ま し て 、 そ の 後、 去 年 か ら で すか、

こ の 分 に つ い て は 山林 と し て 、 こ こ に 権利 の 区 分 、 こ れ は 所有 で ご ざ い ま せ ん ので 分 収 と い う こ と で、 分 収 の 権 利 が あ

る と い う こ と で 、 掲載 の 方 法 と し て は あく ま で も 立 米 単 位 で木 が 何 ぼ あ っ て 何 ぼと か 、 そ う い う 所 有面 積 で な い 形 で 掲

載したということでございます。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

最近見に行っていないもので、余り行きたくないんですけれども、つまり総括財産調書の中にも山林という項目はある

ん で す け れ ど も 、 所有 権 は な い ん だ と いう お 話 、 結 論 的 に は。 だ か ら こ こ に 、 行政 財 産 調 書 の 中 に は入 れ て い な い ん だ
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と い う ふ う に 理 解 した ん で す け れ ど も 、そ う し ま す と 、 つ まり 誰 が こ れ 処 分 権 持っ て い る ん で す か 。我 々 の 基 本 的 な 認

識 と し て は 、 売 っ ても 費 用 が か か っ て もう け に も な ら な い から 、 も う け と い う かプ ラ ス に も な ら な いか ら 処 分 で き な い

ん だ と 。 で も 、 所 有権 は 町 に あ る は ず だと い う ふ う な 、 立 木に つ い て は で す よ 、土 地 は 違 い ま す け れど も 、 と い う 認 識

だ っ た ん で す け れ ども 、 財 産 の 分 類 が 何か 別 格 扱 い に し ち ゃっ て い る ん で す け れど も 、 本 当 に そ れ でい い ん で す か 。 分

収造林というのは、せばどういう権限なんですか。

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

分収造林、中には造林と育林がございます。造林については相馬村のほうですか、何もない状態に植林したと。それか

ら 、 育 林 に つ い て は大 鰐 の ほ う に あ り ます 。 こ れ は も う 既 に杉 の 木 で す か 、 植 えら れ た も の を 町 が 借り 受 け て 管 理 す る

と い う こ と に な っ てい ま す 。 あ く ま で も山 は 国 の も の と い うこ と に な ろ う か と 思い ま す 。 た だ 、 伐 採し た 木 に つ い て は

育 林 、 造 林 の 割 合 が違 う と い う こ と で 、そ の 分 の 、 た し か 私、 育 林 の ほ う は 半 分だ っ た か な と い う よう な 記 憶 が あ る ん

ですけれども、持ち分だということになるわけでございます。以上でございます。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

財産に関する、五百万円もかけて精査したんだということですので改めて聞いているところなんですけれども、分収造

林 、 分 収 育 林 で す か、 こ の 山 林 と い う 項目 は 別 に 出 て お る んで す け れ ど も 、 私 は何 か 分 収 育 林 、 そ の議 論 は 中 断 し て お

き た い と 思 う ん で すけ れ ど も 、 現 在 何 か決 算 書 の 中 に も 出 たん で す け れ ど も 、 間伐 だ と か 、 大 鰐 な ら大 鰐 に つ い て 例 を

言いますけれども、どういうふうにやっていらっしゃるんですか。



- 41 -

○委員長（前田信一君）

農政課長。

○農政課長（三上正裕君）

間伐等については、森林組合さんでしたか、そちらのほうに委託する形になっています。ある意味任せているというよ

う な 状 況 で ご ざ い まし て 、 何 年 に 一 回 とか 、 間 伐 等 を や っ たと き に 、 そ れ に 対 して 町 で 負 担 金 等 を 出す と い う こ と に な

ってございます。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

もう少しご辛抱ください。

ページ数は百七十五ページほかにします、私。スポーツプラザ藤崎等指定管理料二千万と。今現在、藤崎町では指定管

理 者 制 度 を 設 け て 、各 種 団 体 に 指 定 管 理し て い る ん で す け れど も 、 そ こ で 私 が ちょ っ と 聞 き た い の は、 例 え ば 指 定 管 理

料をどんと払いますけれども、その使われている内容について町側としては把握しているんでしょうか。

○委員長（前田信一君）

生涯学習課長。

○生涯学習課長（小杉利彦君）

お答えいたします。スポーツプラザ藤崎等の指定管理につきましては、毎年これはモニタリングをやることになってお

り ま す 。 そ れ か ら 、指 定 管 理 料 に 関 し た明 細 、 こ れ は 毎 月 提出 い た だ く こ と に もな っ て お り ま す 。 実際 、 毎 月 い た だ い

て お り ま す 。 そ れ から 、 事 業 内 容 、 ど うい っ た 事 業 を や っ てい る か 、 こ の 報 告 を義 務 づ け し て 現 在 委託 を し て い る と い

うところでございます。
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○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

今スポーツプラザと限定しましたけれども、先ほど私話したのは各種団体に指定管理料をやっているんですけれども、

全てせばそういう形で把握しているということで議論を進めていきます。

指定管理する前はその内容等、我々議員にもわかるんですけれども、例えば一例でいけば社会福祉協議会なんかは年に

一 回 詳 細 な 決 算 資 料 と か 送 ら れ て き て い る の で 、 多 額 な 指 定 管 理 料 も し く は 補 助 金 払 っ て い て も そ の 内 容 に つ い て は

我 々 議 員 も 把 握 し てい る と 思 い ま す 。 ただ 、 今 み た い な 形 でい う と 、 二 千 万 は どん と 出 す ん で す け れど も 、 そ の 内 容 等

が 何 に ど う 使 わ れ てい る の か と い う の は我 々 議 員 は わ か ら ない ん で す ね 。 こ れ をわ か る こ と は 必 要 だと 私 は 思 っ て い る

ん で す け れ ど も 、 その 明 細 等 に つ い て 我々 議 員 に 、 そ ん な 細か く な く て も い い んで す け れ ど も 、 お 知ら せ す る こ と は で

きないものかというのをまず町長にお尋ねいたします。

○委員長（前田信一君）

平田町長。

○町長（平田博幸君）

要望であれば、一年に一回は発行したいと思っております。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

多額の指定管理料なものですから、やっぱりそれも含めて決算そのものを承認するという制度からいうと、今の決算委

員 会 に お い て も そ うい っ た 資 料 等 が あ れば 我 々 議 員 も も っ と詳 細 に つ か め る と 思い ま す の で 、 ぜ ひ その 部 分 を 私 は 要 望
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しておきます。

それともう一つ、ページ数百三十九ページでございます。百三十九ページの住宅使用料還付金七百三十二万九千百円と。

この内容について。

○委員長（前田信一君）

建設課長。

○建設課長（対馬猛清君）

これにつきましては、住宅の使用料の計算につきまして町側で間違いがあったということで、その多くいただいた分に

つ き ま し て 還 付 し たも の で ご ざ い ま す 。人 数 に す る と 六 十 七名 ほ ど で ご ざ い ま した が 、 新 た に 入 っ た方 の 積 算 が 間 違 っ

ていたということで六十七名ということでございました。以上でございます。

○委員長（前田信一君）

清水委員。

○清水孝夫委員

ページ数は百二十三ページです。プレミアム付商品券発行補助金三百四十九万六千五百円ですけれども、地元の商店と

大 型 店 舗 の 売 り 上 げの 割 合 、 今 年 度 も 完売 し た と い う こ と です け れ ど も 、 こ れ から ま た 二 十 六 年 度 も継 続 事 業 と し て や

っていくのかお伺いいたします。

○委員長（前田信一君）

平田町長。

○町長（平田博幸君）

地元の店舗とか大型店舗とかのパーセントは担当課から後ほど説明させます。基本的には、商工会からも要望ありまし

た け れ ど も 、 ど う も弘 前 に 近 い と い う こと で 、 あ る い は 交 通の 便 も い い と い う こと で 、 非 常 に 商 券 が広 範 囲 に 広 が っ て
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い る と 。 で す か ら 、こ う い う 機 会 を 逃 さず 、 地 元 の 人 が 少 しで も 地 元 で 買 い 物 する 意 識 づ け を し た いと い う 意 味 で 、 商

工 会 か ら 恐 ら く 今 後も 要 望 あ る と 私 は 思っ て お り ま す 。 そ の要 望 を 受 け て 、 で きれ ば 継 続 し て 実 施 して い き た い と 。 そ

し て 、 少 し で も 藤 崎町 民 が 地 元 の 商 店 から 買 い 物 す る よ う な修 正 、 あ る い は 意 識を 持 つ た め に 今 後 とも 実 施 し て い き た

いと、そういうような考え方でございます。以上であります。

○委員長（前田信一君）

企画財政課長。

○企画財政課長（能登谷英彦君）

ただいまのプレミアム付商品券の発行事業の内容でございますが、参加店舗が大型店で三店舗、一般店で八十六店舗ご

ざ い ま し た 。 こ の うち 一 般 店 舗 に よ っ て換 金 さ れ た お 金 が 二千 六 百 五 十 万 円 ほ ど、 そ れ か ら 大 型 店 で換 金 さ れ た も の が

六百四十万ほどということで、八割が一般店舗で利用された報告となってございます。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。

それでは、一般質問の質疑の途中ですが、昼食のため休憩いたします。

再開時刻は午後一時十五分でお願いいたします。

休 憩 午前十一時五十二分

再 開 午後 一時 十四分

○委員長（前田信一君）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

質疑の前に、農政課長より発言を求められておりますので、発言を許します。農政課長。
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○農政課長（三上正裕君）

先ほど午前中の吉村委員からのご質問、ほ場整備の件です。緊張していまして的確な答えができなかったこと、おわび

申し上げます。もう一度、補足、訂正、説明いたします。

工区について、福島・徳下地区、二区、一工区、二工区に分かれています。一工区のほうは昨年、面工事終わっていま

す 。 こ と し は 稲 の 作付 を し て 、 来 年 、 暗渠 工 事 を 行 い ま す 。二 工 区 の ほ う は こ とし 面 工 事 を し て い まし て 、 来 年 一 年 稲

を つ け て 、 再 来 年 、二 十 七 年 に 暗 渠 の 工事 を し ま す 。 最 後 の二 十 八 年 に 細 か い 残工 事 を し て 完 了 と いう こ と に な り ます。

以上でございます。

○委員長（前田信一君）

次に、住民課長より発言を求められておりますので、発言を許します。住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

午前中の浅利委員の住基カードの交付関係のご質問に再度お答えいたします。

初めに、平成二十四年度に交付した住基カード三十三人分の内訳でありますが、新規の交付が三十三名で、更新の方は

ございませんでした。

次に、現在住基カードを保有している方の人数についてのご質問でありますが、現在二百六十人でございます。以上で

す。

○委員長（前田信一君）

それでは、質疑を再開します。

ほかに質疑はありませんか。浅利委員。

○浅利直志委員

すぐに譲りますので。
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鶴賀谷委員も要求していたのか、ちょっとすっきりしなかったんですけれども、百七十五ページです、スポーツプラザ

藤 崎 等 指 定 管 理 料 二千 万 と い う ふ う に なっ て お り ま す 。 本 委員 会 終 了 前 で も い いで す け れ ど も 、 い ずれ に し て も 二 千 万

円 の 積 算 の 根 拠 な り、 あ る い は ど う い うふ う に 使 わ れ て い るか と い う 、 わ か る よう な 内 容 の 資 料 が 必要 だ と 思 っ て お り

ま す の で 、 委 員 長 にお か れ ま し て は 、 決算 書 等 を 参 考 資 料 とし て 要 請 し て い た だけ た ら な と い う ふ うに 、 委 員 長 に 取 り

計らっていただきたいということを要望しておきます。

○委員長（前田信一君）

ただいま浅利委員から決算書の提出の要望がありましたが、生涯学習課長。

○生涯学習課長（小杉利彦君）

明日でよろしければ配付いたしたいと考えておりますけれども、それでよろしいでしょうか。

○委員長（前田信一君）

浅利委員、それでよろしいでしょうか。

○浅利直志委員

いいでしょう。

○委員長（前田信一君）

では、生涯学習課長、そのように取り計らってください。お願いします。

ほかに質疑はありませんか。相馬委員。

○相馬勝治委員

ページ数は百五十五ページです。教育委員会のほうにちょっと聞きたいんですけれども、二件ほど伺いたいと思います。

一点は、グラウンド及び野球場の芝の業務委託料ということで、中央小学校だけがこういう決算になっているんですけ

れ ど も 、 こ れ か ら 先、 三 小 学 校 、 藤 崎 小学 校 も そ う で す け れど も 、 こ う い う グ ラウ ン ド 整 備 と か 芝 生の 管 理 に つ い て は
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委託になるんですか、これから先は。

○委員長（前田信一君）

学務課長。

○学務課長（工藤峰靖君）

お答えいたします。中央小につきましてはグラウンドないしトラックについては芝張りをしていますが、今後、常盤小

学 校 等 の 今 の 建 設 は来 年 度 外 構 工 事 に 入る ん で す け れ ど も 、そ れ に つ い て は 一 応今 の と こ ろ 芝 の 計 画は ご ざ い ま せ ん の

で、今後も多分中央小学校だけだと思います。以上です。

○委員長（前田信一君）

相馬委員。

○相馬勝治委員

それでは、この約五十万なんですけれども、五十万は毎年委託料としていくという考え方でよろしいんですか。

○委員長（前田信一君）

学務課長。

○学務課長（工藤峰靖君）

今、相馬委員がおっしゃられたとおりでございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

相馬委員。

○相馬勝治委員

それともう一つ、配ぜん室荷重用タイル張りかえということなんですけれども、これについては当初の配ぜん室をやる

のに一緒に工事するというあれはなかったものなんでしょうか。
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○委員長（前田信一君）

学務課長。

○学務課長（工藤峰靖君）

お答えいたします。当初、給食を開始する際に配ぜん室の整備をしたんですけれども、それについては今、相馬委員が

お っ し ゃ ら れ た と おり 、 基 本 的 に は 出 入り 口 等 の 整 備 を さ せて い た だ き ま し た 。今 回 、 コ ン テ ナ 等 を配 送 し た 際 に 、 そ

の コ ン テ ナ の 荷 重 に耐 え ら れ な い と い う結 果 で タ イ ル 等 に ひび 割 れ が 生 じ ま し たの で 、 今 回 は そ れ に耐 え ら れ る よ う な

タイルに交換したということであります。以上です。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

ページ数は百四十三ページでございます。特別支援教育支援員報酬と学力向上支援員報酬、関連がありますので二つま

とめてお聞きします。この内容について、まずお尋ね申し上げます。

○委員長（前田信一君）

学務課長。

○学務課長（工藤峰靖君）

お答えいたします。内容については、特別支援協力の支援員でございますが、これについては基本的には各学校、小中

学 校 に 特 別 支 援 の 子供 た ち が お り ま す ので 、 そ れ の 指 導 と いい ま す か 協 力 方 を する の と 、 あ と 普 通 学級 に お い て も 普 通

の 勉 強 と い い ま す か、 そ ち ら に 一 生 懸 命、 普 通 の 子 供 た ち より も お く れ て い る とい い ま す か 、 そ う いう 子 た ち の 支 援 を

す る た め の 支 援 員 であ り ま し て 、 あ と 学力 向 上 員 に つ い て は教 科 ご と に 、 こ れ は中 学 校 の ほ う に 配 置し て い ま す け れ ど

も、現在、明徳中学校は英語、藤崎中学校については数学の学力向上の支援員ということでございます。以上です。
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○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

教育長に今度お尋ねします。これずっと継続事業としてやってきている事業なんですけれども、教育長から見て、これ

を や る こ と に よ っ ての 成 果 み た い な 、 成果 で は な い ん で し ょう け れ ど も 、 そ の 感想 を ま ず 一 点 お 聞 きし た い の と 、 も う

一 点 は 、 教 育 長 と して 来 年 度 も こ れ 大 切な 事 業 だ か ら 引 き 続き や っ て い き た い んだ と い う こ と を 考 えて い る の か 、 そ の

二点お聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

教育長。

○教育長（武田 登君）

この特別支援についてでありますが、今この学校教育の中でもクラスの中で特別支援学級にまでいかない、通常学級に

い て 、 そ れ に 近 い 子供 た ち 、 こ れ が 非 常に 今 の 教 育 の 中 で は問 題 に な っ て お り ます 。 で す の で 、 こ うい う ふ う な 学 級 の

中 で い れ ば 通 常 の 授業 に つ い て い け な い部 分 も 多 い と い う 、そ れ を カ バ ー す る には こ の 支 援 員 の 力 が非 常 に 有 効 で あ る

という、これは学校長の意見としても伺っております。

もう一つは、学力向上支援員ですけれども、生活相談員も兼ねてやってもらっておりますので、中学校においてそれぞ

れの力を発揮しているというふうに校長からいろいろ報告を受けております。

この特別支援の支援員については、昨年度までは各学校二人でした。今年度からお願いしまして、先ほど言ったような

こ と か ら お 願 い し て、 一 人 ふ や し て も らっ て お り ま す 。 そ うい う ふ う に し て 授 業の 充 実 を 図 っ て ま いる と い う こ と で ふ

やしてもらったわけです。ですから、できれば今後もこの体制でいきたいというふうに考えております。

○委員長（前田信一君）
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浅利委員。

○浅利直志委員

ページ数でいきますと、七十七ページの税務総務費の二十三節です。町税還付金が百六十七万ほどあるんですけれども、

事 務 的 な ミ ス か 何 かと 連 動 し て 支 払 う 必要 が 生 じ て 払 っ た もの も 含 ま れ て い る もの な ん で し ょ う か 。こ の 百 六 十 七 万 ほ

どの内訳を明らかにしていただきたいと思います。

○委員長（前田信一君）

税務課長。

○税務課長（横山精逸君）

お答えいたします。還付金の発生状況ですけれども、個人町民税にあっては二十三件で百二十三万五千円、これは所得

税 の 確 定 申 告 等 に より 還 付 金 が 発 生 し たも の で ご ざ い ま す 。そ れ と 、 法 人 町 民 税に つ い て は 十 四 件 、五 十 八 万 五 千 百円、

こ れ は 法 人 町 民 税 の確 定 申 告 に よ る 還 付金 で ご ざ い ま す 。 次に 固 定 資 産 税 で す けれ ど も 、 四 件 ご ざ いま し て 一 万 二 千円、

こ れ は 土 地 の 所 有 権移 転 の 未 処 理 に よ る還 付 金 と 償 却 資 産 の更 正 の 請 求 に よ る 還付 金 で ご ざ い ま す 。軽 自 動 車 税 で す け

れ ど も 、 六 件 ご ざ いま し て 五 万 六 千 二 百円 、 こ れ は 軽 自 動 車協 会 か ら の 所 有 権 移転 や 廃 車 の 資 料 漏 れに よ る 還 付 金 で ご

ざいます。以上でございます。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

今、内訳を個人住民税それから法人住民税など、確定申告に伴う、法人住民税なんかは予定納税だとかしていらっしゃ

る 人 も あ る わ け で すの で 、 そ れ に 伴 う とい う こ と な ん で す けれ ど も 、 そ の 中 で 固定 資 産 税 に つ い て も還 付 の 対 象 に な っ

た の が あ り ま す よ とい う 説 明 が あ っ た んで す け れ ど も 、 そ の中 に 時 々 あ る ん で すけ れ ど も 、 実 態 的 には そ の 建 物 が な い
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の に 、 あ る い は 滅 失し て い る 、 あ る い は取 り 壊 し て い る 、 そう い う よ う な こ と なの に 課 税 し た と い うよ う な 事 例 は あ っ

たんですか、なかったんですか。

○委員長（前田信一君）

税務課長。

○税務課長（横山精逸君）

お答え申し上げます。今回の固定資産税の還付金については、土地にかかわるものが三件で、償却資産にかかわるもの

が一件で、家屋にかかわるものはございませんでした。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

八十五ページです。私ども藤崎町では福祉の主なる業務を民間、その中でも社協に委託している部分が多いんですけれ

ど も 、 八 十 五 ペ ー ジの 十 九 節 の 負 担 金 補助 及 び 交 付 金 に 町 社会 福 祉 協 議 会 補 助 金三 千 九 百 九 十 万 と いう ふ う に 約 四 千 万

ほ ど で ご ざ い ま す 。そ れ で 、 皆 さ ん も 新聞 報 道 等 で ご 承 知 のよ う に 、 社 会 福 祉 協議 会 自 身 が 貸 し 付 けを し た り 、 そ し て

そ の 貸 付 金 の 管 理 が適 正 で な か っ た と 、あ る い は 使 い 込 み をし た と い う 事 例 も 発生 し て い る ん で す けれ ど も 、 藤 崎 の 社

会 福 祉 協 議 会 に は そう い う の は な い と は確 信 し て お る の で あり ま す け れ ど も 、 いず れ に し て も 社 協 の会 計 監 査 と い う か

監 査 業 務 、 藤 崎 の 場合 は あ る 程 度 農 協 関係 で ベ テ ラ ン の 人 なん か も 携 わ っ て い るよ う な ん で す け れ ども 、 い ず れ に し て

も 社 会 福 祉 協 議 会 の会 計 監 査 や 会 計 の ルー ル 、 こ れ を 適 正 にや る た め に 町 と し ては 何 か 要 望 し て い るこ と は あ る ん で す

かということをまず一点お伺いいたします。

関連して、社協の管理は県社協なり、そして県社協とそれから青森県庁というか、県庁にも部局を置いて、特に適正な

管 理 や 会 計 が や ら れる よ う に し て い る んで す け れ ど も 、 そ うい う 指 導 と い う の は県 庁 や 県 社 協 が 指 導す る も の な ん だと、
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藤崎は関係ないんだというようなことなのか、今後の実態について、運営の実態についてお聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、平成二十一年度以降、県内における社会福祉協議会の不祥事は五件発生

し て お り ま す 。 そ のこ と に よ り ま し て 、県 の ほ う か ら 二 十 四年 度 末 、 つ ま り 二 十五 年 の 二 月 で ご ざ いま す が 、 市 町 村 の

社 協 の 会 長 、 監 事 の会 議 、 そ れ か ら 市 町村 の 社 協 を 担 当 す る課 長 会 議 が 二 月 に 行わ れ 、 そ の 適 正 化 を図 る よ う に 会 議 に

おいて厳しく指導されております。

それに基づいて、監査の体制がどのようになっているかという、まずはご質問でありますが、社協独自の内部監査とい

う の は 年 四 回 行 わ れて お り ま す 。 五 月 、八 月 、 十 一 月 、 一 月と い う こ と に な っ てお り ま す 。 そ し て 、町 の 監 査 委 員 、 地

方 自 治 法 百 九 十 九 条第 七 項 に 定 め る 町 の監 査 委 員 に お け る 監査 は 二 年 に 一 回 程 度行 わ れ て お り ま す 。そ し て ま た 、 町 長

権 限 に よ る 地 方 自 治法 第 二 百 二 十 一 条 第二 項 の こ れ は 調 査 とい う こ と に な っ て おり ま す が 、 こ の 調 査事 務 を た だ い ま 申

し 上 げ た 県 等 の 会 議に お い て 要 請 が ご ざい ま し た の で 、 私 のほ う で 二 十 五 年 、 つま り こ と し の 四 月 二十 五 日 に 社 協 の 事

務局において事務調査をしております。

また、ご質問の県のほうの指導監査ということになりますが、県のほうの指導監査は社会福祉法第七十条において八月

二 十 三 日 に 実 施 さ れて お り ま す 。 そ れ から 、 県 社 協 の 指 導 監査 で ご ざ い ま す が 、こ の 県 社 協 の 指 導 監査 に つ き ま し て は

基本的には監査する権限がないということになっておりまして、県社協における監査指導はなされておりません。

それから、一番最初の町のほうから、または県のほうから何か社協のほうに要望していることがあるのかというご質問

で ご ざ い ま す が 、 私の ほ う で 一 応 事 務 調査 、 監 査 み た い な こと に な り ま す が 、 調査 を 実 施 し た 内 容 にお き ま し て は 特 に

指 導 す る 部 分 は な かっ た の で あ り ま す が、 同 じ よ う な 事 業 が委 員 皆 様 ご 存 じ の とお り 、 か な り 多 数 、委 託 料 や 補 助 金 が
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交 付 さ れ て ご ざ い ます 。 こ の 内 容 が 一 部同 じ つ づ り の 中 に 一緒 に 混 在 し て い る よう な つ づ り も ご ざ いま し た の で 、 明 確

にしていただきたいという要望はしております。以上です。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。浅利委員。

○浅利直志委員

九十一ページなんですけれども、老人福祉センター費の中の十三の老人福祉センター耐震診断業務委託料百五十九万と。

結 果 は 耐 震 上 は 問 題な い け れ ど も 、 大 規模 な 改 修 を 行 う と いう ふ う に 聞 い て い るん で す け れ ど も 、 私が 聞 く の は 何 な ん

で す け れ ど も 、 こ の耐 震 診 断 業 務 百 五 十九 万 と い う の は 非 常に 安 く て い い 価 格 だな と 思 っ て お る ん です 。 と い い ま す の

は 、 何 か 小 畑 の 体 育館 だ の 中 野 目 の 体 育館 、 今 ど う い う ふ うに な る か と い う 、 使わ れ て い な い わ け です け れ ど も 、 一 千

万 も 二 千 万 も か か るよ う な 、 耐 震 診 断 やれ ば か か る よ う な 話も し て あ っ た ん で すけ れ ど も 、 こ の 耐 震診 断 の 業 務 の 委 託

と い う 、 簡 易 な 耐 震診 断 と い う 意 味 だ った ん で し ょ う か 。 何か そ の 耐 震 診 断 の 委託 の 内 容 を 若 干 お 知ら せ し て い た だ き

たいと思います。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

まず、耐震診断には診断方法が何通りかございまして、常盤老人福祉センターに関しては鉄筋コンクリートということ

に な り ま し て 、 そ の診 断 方 法 に つ い て は一 次 診 断 、 二 次 診 断、 三 次 診 断 と い う 診断 基 準 が あ る こ と にな っ て お り ま す 。

そ し て 、 当 町 が 一 応業 者 の ほ う に 示 し た診 断 方 法 が 、 こ の 中に お け る 二 次 診 断 とい う こ と で 実 施 す るよ う に 仕 様 書 で は

な っ て お り ま し た 。そ の 二 次 診 断 と い うの は 、 は り な ど の 水平 構 造 部 分 が 壊 れ ない と い う 大 胆 な 仮 説を し た 上 で 、 柱 、

壁 な ど の 下 位 を 支 える そ れ ぞ れ に つ い てそ の 壊 れ た 別 に 分 類し た グ ル ー プ ご と に強 度 と 靱 性 を 評 価 する こ と に よ り 、 建
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物 全 体 の 耐 震 性 を 判断 す る と い う こ と にな っ て 、 最 も ポ ピ ュラ ー な 診 断 方 法 と いう こ と に な っ て お りま す の で 、 今 ご 心

配いただいた簡便な方法という、そういうものではございません。以上です。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。浅利委員。

○浅利直志委員

手が挙がる人がなくなったので、だんだん終わりに近づいてきたのかなというふうにも見受けられますけれども、ペー

ジ 数 で い き ま す と 百三 十 七 ペ ー ジ で ご ざい ま す 。 そ の 中 の 工事 請 負 費 、 こ れ は 公園 管 理 費 の 中 の 十 五節 、 公 園 ベ ン チ 改

修 等 工 事 費 三 百 四 十六 万 と な っ て い る んで す 。 こ れ は ベ ン チで す よ ね 。 ベ ン チ どれ ぐ ら い 改 修 し て 、ど こ の ベ ン チ を ど

れぐらい改修して三百五十万ぐらいなったものなんでしょうか。お聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

建設課長。

○建設課長（対馬猛清君）

お答えします。これは葛野児童公園と西豊田児童公園の二カ所分でございますが、葛野児童公園のほうにつきましては

ベ ン チ が 六 基 、 あ と藤 棚 の 下 に あ る テ ーブ ル が 一 組 、 あ と 藤棚 本 体 が 一 カ 所 、 西豊 田 児 童 公 園 に つ きま し て は ベ ン チ が

七 基 、 同 じ く 藤 棚 の下 に あ り ま す テ ー ブル が 一 組 、 あ と 藤 棚が 一 カ 所 、 こ れ ら がそ の 上 に あ る 公 園 遊具 点 検 業 務 委 託 に

お い て 老 朽 化 と 、 大分 劣 化 し て き て ぐ らつ く と か 、 そ う い う異 状 が 見 ら れ た の で、 今 回 改 修 す る た めの 工 事 費 と い う こ

とでございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員
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おらまたベンチばし、どんきでも直してこうなったんだべなというふうに、正確にはというか、公園ベンチなどだわけ

で す ね 。 改 修 等 っ て書 い て あ る 。 公 園 ベン チ 改 修 等 。 公 園 ベン チ な ど 改 修 だ と いう こ と で 、 多 少 は 理解 い た し ま し た 。

そ れ で は 、 具 体 的 に言 え ば ベ ン チ だ け を取 り か え た の で は ない と い う こ と で す ね。 藤 棚 、 そ れ か ら そこ に あ る テ ー ブ ル

と い う か 、 そ う い うこ と で 理 解 し な い と三 百 何 十 万 と い う のは 素 人 の 私 で も ち ょっ と あ ん ま り だ な と思 っ た り も し た ん

ですけれども、そういう理解でよろしいんですか。

○委員長（前田信一君）

建設課長。

○建設課長（対馬猛清君）

おっしゃるとおり、合計でいいますと、ベンチが十三基、テーブルが二組、藤棚が二カ所でございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

給食費のところなんですけれども、ページ数でいきますと百五十一ページの十六節の原材料費となっております。床防

滑 加 工 と い う ん で すか 。 材 料 費 と し て 百六 十 五 万 ほ ど 支 出 した と 。 こ れ は 工 事 、給 食 セ ン タ ー 建 て たば か り な ん で す け

れ ど も 、 ふ ぐ あ い に基 づ く 材 料 を 提 供 した と い う こ と な ん でし ょ う け れ ど も 、 材料 を 町 で 提 供 し た とい う こ と な ん で し

ょうけれども、施工した業者、誰がこれ滑らないような工事をやったんですか。お聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

学校給食センター所長。

○学校給食センター所長（佐々木盛男君）

お答えします。当初からの施工業者の南建設でございます。
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○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

今、南建設さんが施工、材料費の提供を受けてしたんだということですけれども、そうしますと施工に問題があったん

で す か 。 そ れ と も 何か 我 々 が 話 し た 段 階で は 、 話 と い う か 、い ろ い ろ な 委 員 会 で話 し た 中 で は 設 計 やそ う い う も の に 大

き な 問 題 が あ っ た んじ ゃ な い か と い う ふう な こ と な ん で す けれ ど も 、 そ の 辺 は どう い う 認 識 で こ う いう ふ う に な っ た ん

ですか。これは教育長のほうが詳しいのかな。教育長にお聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

教育長。

○教育長（武田 登君）

私も詳しくはないんですけれども、就任してからセンターについてはさまざまな問題点があるということで業者とかけ

合 っ て き ま し た 。 ただ 、 こ の 床 の 場 合 につ い て は ひ び 割 れ が多 く 、 確 か に 工 事 の面 で 何 年 も た っ て いな い の に こ ん な に

ひ び 割 れ が あ る の では お か し い ん じ ゃ ない か と い う こ と で 交渉 し た 結 果 、 南 建 設の ほ う で そ れ は 責 任を 持 っ て 直 し ま す

と い う こ と に な り まし た の で 、 そ の 前 にた だ 滑 っ て 、 水 も 使い ま す の で 、 滑 っ て転 ん で ち ょ っ と 打 った 職 員 が 二 名 ほ ど

お り ま し た の で 、 じゃ あ そ の 機 会 に こ の防 滑 の こ と も や ろ うと い う こ と で 、 材 料は こ ち ら で 提 供 す ると い う こ と で 、 そ

のひび割れを直すついでにそれをやってもらうということで実施したものであります。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

ついでにやってもらおうということだったんでしょうけれども、本来ならば滑りやすい、ひび割れしているとかという
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の で あ れ ば 、 材 料 費の 提 供 も な く 、 業 者の 責 任 で や っ て し かる べ き だ っ た ん じ ゃな い ん で す か 。 そ の辺 は ど う い う 認 識

なんですか。

○委員長（前田信一君）

教育長。

○教育長（武田 登君）

当初の設計ではこれでいいというふうにして着工したと聞いております。ただ、使っている中でそういう滑って打った

と い う 、 転 ん だ と いう こ と が 二 件 あ り まし た の で 、 今 後 そ うい う こ と が 起 こ ら ない よ う に と い う こ とで 職 員 の 安 全 を 考

えて実施したものであります。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。

これから本案を採決いたします。本案は認定することにご異議ありませんか。

〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（前田信一君）

まず、本案に反対者の発言を許します。浅利委員。

○浅利直志委員

詳しくは本会議で述べたいと思っておりますけれども、歳出全体では七十五億四千万円余であり、藤小のプールやある

い は グ ラ ウ ン ド も 完成 に こ ぎ つ け た と いう よ う な こ と な ど 、暮 ら し や 福 祉 に 直 結す る 予 算 で は あ り ます 。 し か し な がら、

一 つ は 具 体 的 な 質 疑に は な ら な か っ た んで す け れ ど も 、 原 子燃 料 サ イ ク ル 施 設 対策 補 助 金 約 五 千 万 円ほ ど 、 笑 っ て い ら

っ し ゃ る 方 も い ま すけ れ ど も 、 せ ん だ って の 東 奥 日 報 紙 上 でも い ま だ に 要 望 す ると い う 実 態 が 圧 倒 的と い う 状 態 で あ り

ま す 。 し か し 、 岩 手県 や 秋 田 県 に は 施 設も な く 、 そ れ で も やり く り し て い る と いう 、 そ う い う 自 治 体、 倒 産 し て い る わ
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け で も あ り ま せ ん 。少 な く と も 電 力 会 社が 拠 出 し て や っ て いる こ の 補 助 金 は 電 気料 金 の 引 き 下 げ の 財源 や あ る い は 汚 染

対 策 、 あ る い は 安 全対 策 、 廃 炉 作 業 、 こう い う も の に こ そ 使う べ き で あ り 、 も らえ る も の は 何 で も 使お う と い う 財 政 体

質そのものは変えていかなければならないと思っております。

もう一つは、藤小グラウンド、プール完成させたのはよかったと思いますけれども、何かグラウンド、プールの管理費

は七百万円以上にもなっているんですけれども、これは異常にちょっと高いかなというふうに思っております。

もう一つは、給食センターの整備に当たってふぐあいがある、きちんと施工業者の責任なのか、あるいは町にも相応の

責任があったのか、その辺ははっきりさせるという意味で同意できません。

最後に、住宅建設、民活型というか、買い取り方式にしたんですけれども、分割発注して直接指名方式といいますか、

そ う い う 方 向 に す べき だ と い う 点 で も 私は 同 意 で き ま せ ん ので 、 平 成 二 十 四 年 度一 般 会 計 歳 入 歳 出 決算 に 同 意 で き ま せ

ん。

○委員長（前田信一君）

次に、本案に賛成者の発言を許します。清水委員。

○清水孝夫委員

議案第五十六号平成二十四年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件に賛成するものであります。

理由は、差し引き残額も約二億円弱、あと財政調整基金にも繰り入れが一億円、減債基金にも四千万ということで、繰

越額も二千三百万ほどで、非常に財政をきめ細かに考えての決算だと思いますので、賛成いたします。

○委員長（前田信一君）

小野委員。

○小野 稔委員

議案第五十六号に対して賛成するものであります。
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今回の平成二十四年度藤崎町一般会計、平田町政になって、まずは農政に関してですけれども、いろんな面で基幹産業

で あ る 農 林 水 産 業 、リ ン ゴ の 減 農 薬 栽 培の 推 進 、 そ れ か ら 農道 な ど の 設 備 で 特 に農 政 課 に お い て は 去年 は 大 変 忙 し か っ

た の に そ れ を な し 遂げ た と い う こ と で 、そ し て ま た 商 工 に おい て は ふ じ ワ ン グ ラン プ リ な ど 、 新 た なそ う い う 町 の 魅 力

を発信する観光の振興をやったのではないかということで、この議案に対して賛成するものであります。

○委員長（前田信一君）

これで討論を終わります。

これから本案を採決いたします。この採決は起立によって行います。本案を認定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○委員長（前田信一君）

起立多数。よって、議案第五十六号は認定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第五十七号平成二十四年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議

題とします。

歳入歳出決算の説明を求めます。住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

それでは、議案第五十七号平成二十四年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件

につきまして、ご説明いたします。

初めに、歳入につきましてご説明いたします。決算書の二百四ページをお開き願います。

第一款国民健康保険税第一項第一目の一般被保険者特別徴収国民健康保険税は、被保険者全員が六十五歳以上七十四歳

ま で の 世 帯 の 世 帯 主に 対 し て 賦 課 す る もの で あ り 、 第 一 節 の基 礎 分 現 年 課 税 分 及び 第 二 節 の 後 期 高 齢者 支 援 金 等 分 現 年

課 税 分 を 合 わ せ た 収入 済 み 額 が 一 千 六 百三 十 四 万 七 千 円 余 りと な っ た も の で あ りま す 。 第 二 目 の 一 般被 保 険 者 普 通 徴 収
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国 民 健 康 保 険 税 は 第一 節 の 基 礎 分 現 年 課税 分 、 第 二 節 の 後 期高 齢 者 支 援 金 等 分 現年 課 税 分 、 第 三 節 の介 護 納 付 金 分 現 年

課 税 分 及 び 第 四 節 から 第 六 節 ま で の 滞 納繰 越 分 を 合 わ せ た 収入 済 み 額 は 三 億 七 千六 百 十 三 万 一 千 円 余り と な り 、 第 一 節

か ら 第 三 節 ま で の 現年 課 税 分 の 収 納 率 は九 二 ・ 三 ％ と な っ たも の で あ り 、 第 四 節か ら 第 六 節 ま で の 滞納 繰 越 分 を 含 め ま

す と 、 収 納 率 が 六 五・ 四 ％ と な っ た も ので あ り ま す 。 第 三 目の 退 職 被 保 険 者 等 普通 徴 収 国 民 健 康 保 険税 は 第 一 節 の 基 礎

分 現 年 課 税 分 、 第 二節 の 後 期 高 齢 者 支 援金 等 分 現 年 課 税 分 、二 百 六 ペ ー ジ の 第 三節 介 護 納 付 金 分 現 年課 税 分 及 び 第 四 節

か ら 第 六 節 ま で の 滞納 繰 越 分 を 合 わ せ た収 入 済 み 額 が 二 千 七百 七 十 一 万 七 千 円 余り と な り 、 第 一 節 から 第 三 節 ま で の 現

年 課 税 分 の 収 納 率 は 九 五 ・ 五 ％ と な っ た も の で あ り 、 第 四 節 か ら 第 六 節 ま で の 滞 納 繰 越 分 を 含 め ま す と 、 収 納 率 が 八

三・六％となったものであります。

二百六ページの第三款国庫支出金第一項第一目の療養給付費等負担金は、療養給付費等にかかわる実績に伴う国の定率

負 担 金 で あ り 、 収 入済 み 額 は 三 億 九 千 四百 七 十 二 万 一 千 円 余り と な っ た も の で あり ま す 。 第 二 目 の 高額 医 療 費 共 同 事 業

負 担 金 は 高 額 医 療 費共 同 事 業 拠 出 金 に 対す る 国 庫 負 担 金 で あり 、 収 入 済 み 額 は 一千 八 十 一 万 六 千 円 余り と な っ た も の で

あ り ま す 。 第 三 目 の特 定 健 康 診 査 等 負 担金 は 特 定 健 診 及 び 特定 保 健 指 導 に か か わる 費 用 に 対 す る 国 庫負 担 金 で あ り 、 収

入 済 み 額 は 三 百 八 十八 万 円 と な っ た も ので あ り 、 国 庫 負 担 金総 額 の 収 入 済 み 額 は四 億 九 百 四 十 一 万 八千 円 余 り と な っ た

ものであります。

第二項国庫補助金第一目財政調整交付金の収入済み額は二億三百七十七万一千円で、内訳は療養給付費等にかかわる普

通 調 整 交 付 金 が 一 億七 千 九 百 四 十 二 万 円、 特 別 調 整 交 付 金 は医 療 費 の 適 正 化 に 資す る 事 業 や 健 康 づ くり な ど に 資 す る 事

業などが対象となるものであり、収入済み額は二千四百三十五万一千円となったものであります。

二百八ページをお開きください。第三目の高齢者医療制度円滑運営事業費補助金は高齢受給者証の再交付事務に対する

国 庫 補 助 金 で 、 収 入済 み 額 は 九 万 四 千 円余 り と な っ た も の であ り ま す 。 国 庫 補 助金 の 総 額 は 二 億 三 百八 十 九 万 五 千 円 余

りとなったものであります。
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二百八ページの第四款療養給付費交付金第一項第一目の療養給付費交付金は退職被保険者の療養給付費等に対する社会

保険診療報酬支払基金からの交付金であり、収入済み額は一億三千三百五万四千円となったものであります。

第五款前期高齢者交付金第一項第一目の前期高齢者交付金は、六十五歳以上七十四歳までの前期高齢者の加入率により

各 保 険 者 間 の 負 担 調整 を 図 る も の で 、 社会 保 険 診 療 報 酬 支 払基 金 か ら の 交 付 金 の収 入 済 み 額 は 三 億 二千 百 六 十 七 万 七 千

円余りとなったものであります。

第六款県支出金第一項第一目の特定健康診査等負担金は特定健診等にかかわる費用に対する県負担金であり、収入済み

額 は 三 百 八 十 八 万 円と な っ た も の で あ りま す 。 第 二 目 の 高 額医 療 費 共 同 事 業 負 担金 は 高 額 医 療 費 共 同事 業 拠 出 金 に 対 す

る県負担金であり、収入済み額は一千八十一万六千円余りとなったものであります。

第二項県補助金第一目の財政調整交付金の収入済み額は一億一千五百二十万円で、内訳は療養給付費等にかかわる普通

調 整 交 付 金 が 九 千 九百 六 万 三 千 円 、 特 別調 整 交 付 金 は 医 療 費の 適 正 化 に 資 す る 事業 や 健 康 づ く り な どに 資 す る 事 業 に 対

するもので、収入済み額は一千六百十三万七千円となったものであります。

第七款共同事業交付金、二百十ページをお願いいたします。

第一項第一目の高額医療費共同事業交付金は、高額医療費等が一件当たり八十万円を超える部分の額に一定率を乗じて

得 た 額 が 青 森 県 国 保連 か ら 交 付 さ れ る もの で あ り 、 収 入 済 み額 は 五 千 四 百 五 十 六万 一 千 円 余 り と な った も の で あ り ます。

第 二 目 の 保 険 財 政 共同 安 定 化 事 業 交 付 金は 、 高 額 医 療 費 等 が三 十 万 円 を 超 え た 場合 、 八 万 円 以 上 八 十万 円 ま で の 部 分 に

一 定 率 を 乗 じ て 得 た額 が 青 森 県 国 保 連 から 交 付 さ れ る も の であ り 、 収 入 済 み 額 は一 億 八 千 二 百 四 十 二万 四 千 円 余 り と な

ったものであります。

第八款財産収入第一項第一目の利子及び配当金は財政調整基金積立金利子であり、収入済み額は十二万五千円余りとな

ったものであります。

第九款繰入金第一項第一目の一般会計繰入金の第一節保険基盤安定繰入金は国保税の軽減に対する公費負担分であり、
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収 入 済 み 額 は 七 千 二百 五 十 一 万 円 余 り とな っ た も の で あ り ます 。 第 二 節 の 職 員 給与 費 等 繰 入 金 は 職 員の 給 与 費 等 で あり、

収 入 済 み 額 は 二 千 六百 七 十 一 万 二 千 円 とな っ た も の で あ り ます 。 第 三 節 の 助 産 費等 繰 入 金 は 出 産 育 児一 時 金 に 対 す る 繰

出 基 準 に 基 づ い た 額を 繰 り 入 れ し た も ので あ り 、 収 入 済 み 額は 四 百 四 十 六 万 円 とな っ た も の で あ り ます 。 第 四 節 の 財 政

安 定 化 支 援 事 業 繰 入金 は 、 国 保 財 政 の 安定 化 を 図 る た め 、 地方 財 政 措 置 相 当 額 を繰 り 入 れ し た も の であ り 、 収 入 済 み 額

は 二 千 三 百 八 十 七 万八 千 円 と な っ た も ので あ り ま す 。 第 五 節の 特 定 健 康 診 査 等 繰入 金 は 、 特 定 健 診 等に 係 る 職 員 の 給 与

費 等 に 対 し 繰 り 入 れし た も の で あ り 、 収入 済 み 額 は 六 百 七 十二 万 九 千 円 と な っ たも の で あ り ま す 。 これ ら の 繰 入 金 は 一

般会計から繰り入れしたものであり、総額は一億三千四百二十八万九千円余りとなったものであります。

第二項基金繰入金第一目の財政調整基金繰入金は保険給付費等の財源に充てるため取り崩したものであり、収入済み額

は七千万円となったものであります。

第十款繰越金第一項第二目の二百十二ページをお願いいたします。その他繰越金は前年度からの繰越金であり、収入済

み額は三千八百五十九万七千円余りとなったものであります。

第十一款諸収入第一項第一目の一般被保険者延滞金は過年度分の国保税の納付の際に発生する延滞金であり、収入済み

額が二百三万三千円余りとなったものであります。

第三項雑入第一目の一般被保険者第三者納付金は、交通事故等において治療に国民健康保険を使用したため、保険者負

担分を使用者が納付したものであり、収入済み額は八十五万三千円余りとなったものであります。

二百十四ページをお願いいたします。第五目の雑入は、収入済み額が八万六千円余りで、平成二十二年度分の老人保健

拠出金の還付金を雑入処理したものであります。

次に、歳出についてご説明いたします。二百二十ページをお開き願います。

第一款総務費第一項第一目の一般管理費は職員の人件費等の経常経費が主なものであり、支出済み額は二千五百六十三

万 三 千 円 余 り と な った も の で あ り ま す 。第 二 目 の 連 合 会 負 担金 は 青 森 県 国 保 連 の運 営 事 務 に か か わ る町 負 担 分 で あ り 、
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支出済み額は百五十七万一千円余りとなったものであります。

二百二十二ページをお願いいたします。下段のほうの第二款保険給付費第一項療養諸費、二百二十四ページの第二項高

額 療 養 費 、 第 三 項 移送 費 、 二 百 二 十 六 ペー ジ の 第 四 項 出 産 育児 諸 費 及 び 第 五 項 葬祭 諸 費 は 、 一 般 被 保険 者 及 び 退 職 被 保

険 者 に か か わ る 療 養給 付 費 等 の 実 績 に よる も の で あ り 、 も う一 度 二 百 二 十 二 ペ ージ に 帰 っ て い た だ きた い ん で す け れ ど

も、保険給付費の総額は支出済み額で十二億九千四百五十七万一千円余りとなったものであります。

二百二十六ページをもう一度お願いいたします。第三款後期高齢者支援金第一項第一目の後期高齢者支援金は、国県等

の 公 費 負 担 分 と ゼ ロ歳 か ら 七 十 四 歳 ま での 方 々 が 後 期 高 齢 者医 療 費 の 一 部 と し て支 援 す る も の で あ り、 第 二 目 の 後 期 高

齢 者 事 務 費 拠 出 金 と合 わ せ た 社 会 保 険 診療 報 酬 支 払 基 金 へ の支 出 済 み 額 は 二 億 六千 八 百 六 十 五 万 七 千円 余 り と な っ た も

のであります。

第四款前期高齢者納付金第一項第一目の前期高齢者納付金は、六十五歳以上七十四歳までの前期高齢者の加入率により

社 会 保 険 診 療 報 酬 支払 基 金 へ 納 付 す る もの で あ り 、 二 百 二 十八 ペ ー ジ の 第 二 目 の前 期 高 齢 者 事 務 費 拠出 金 と 合 わ せ た 支

出済み額は二十七万三千円余りとなったものであります。

二百二十八ページの第五款老人保健拠出金第一項第二目の老人保健事務費拠出金は、前々年度、平成二十二年度の精算

に か か わ る も の で あり 、 支 出 済 み 額 は 一万 三 千 円 余 り と な った も の で あ り ま す 。老 人 保 健 制 度 は 平 成二 十 年 三 月 に 廃 止

に な り ま し た が 、 医療 費 の 請 求 漏 れ や 過誤 納 付 、 審 査 な ど 、廃 止 に 伴 う 精 算 の 事務 が 現 在 も 社 会 保 険診 療 報 酬 支 払 基 金

において継続されているため、それらに伴う拠出金精算分などであります。

第六款介護納付金第一項第一目の介護納付金は、国県等の公費負担分と介護保険第二号被保険者である四十歳以上六十

五 歳 未 満 の 方 々 か ら徴 収 し た 国 保 税 の 一部 を 財 源 と し 、 介 護費 用 の 負 担 分 と し て社 会 保 険 診 療 報 酬 支払 基 金 へ 納 付 し た

ものであり、支出済み額は一億三千九百九十二万円余りとなったものであります。

第七款共同事業拠出金第一項第一目の高額医療費共同事業医療費拠出金、第二目のその他共同事業拠出金及び第三目の
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保 険 財 政 共 同 安 定 化事 業 拠 出 金 は 、 青 森県 国 保 連 が 事 業 主 体と な り 、 高 額 な 医 療費 に 対 応 す る た め 、単 年 度 で 財 政 負 担

を す る こ と の な い よう 、 県 内 全 市 町 村 が共 同 事 業 と し て 対 応す る た め の 拠 出 金 であ り 、 支 出 済 み 額 は二 億 一 千 九 百 二 十

八万四千円余りとなったものであります。

二百三十ページをお願いいたします。第八款保険事業費第一項第一目の特定健康診査等事業費は、特定健診等にかかわ

る 職 員 の 人 件 費 等 の経 常 経 費 及 び 特 定 健診 等 の 業 務 委 託 料 が主 な も の で あ り 、 支出 済 み 額 は 二 千 二 百九 十 八 万 二 千 円 余

りとなったものであります。

第二項第一目の疾病予防費は、健康管理に対する意識の高揚と予防対策としてジェネリック医薬品利用差額通知業務委

託料及び医療費通知業務委託料が主なものであり、支出済み額は百四十一万二千円余りとなったものであります。

二百三十二ページをお願いします。第九款基金積立金第一項第一目の財政調整基金積立金は、五千十三万円を積み立て

したものであります。

第十一款諸支出金第一項第一目の一般被保険者保険税還付金は、国保を離脱しても届け出をしない場合や収入更正など

に よ る 国 保 税 の 還 付金 で あ り 、 支 出 済 み額 は 八 十 三 万 四 千 円余 り と な っ た も の であ り ま す 。 第 三 目 の償 還 金 は 、 平 成 二

十 三 年 度 分 の 国 県 療養 給 付 費 等 負 担 金 及び 補 助 金 等 の 精 算 にか か わ る 返 還 金 で あり 、 支 出 済 み 額 は 二千 百 七 十 万 六 千 円

余りとなったものであります。

二百三十六ページをお開きください。実質収支でありますが、収入総額が二十一億百十五万六千円余り、歳出総額が二

十 億 四 千 七 百 七 十 八万 八 千 円 余 り と な り、 歳 入 歳 出 差 引 額 は五 千 三 百 三 十 六 万 八千 円 余 り と な っ た もの で あ り ま す 。 そ

の う ち 、 国 保 財 政 調整 基 金 へ 三 千 万 円 を繰 り 入 れ し 、 残 り 二千 三 百 三 十 六 万 八 千円 余 り は 平 成 二 十 五年 度 へ 繰 り 越 し す

るものであります。

以上が議案第五十七号平成二十四年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件の概

要説明でございます。
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○委員長（前田信一君）

説明が終わりました。

これから質疑を行います。浅利委員。

○浅利直志委員

非常に丁寧な説明いただきまして、ありがとうございます。

質問は、一つは二百三十二ページの基金のことなんでございます。失礼しました。その前に、二百二十二ページについ

て お 聞 き い た し ま す。 保 険 給 付 費 で す 。こ こ で 療 養 給 付 費 とい う こ と で 示 さ れ てい る ん で す け れ ど も、 一 般 被 保 険 者 、

退 職 被 保 険 者 も 含 めて な ん で し ょ う け れど も 、 よ く 一 人 当 たり 医 療 費 っ て ど れ ぐら い か か っ て い る んで す か と い う デ ー

タ な ん か 出 さ れ ま すよ ね 。 長 野 県 は 低 いで す よ と か 、 そ う いう デ ー タ も あ る ん です け れ ど も 、 藤 崎 の場 合 、 平 成 二 十 四

年 度 ま た は 二 十 三 年度 に お い て は ど れ ぐら い 一 人 当 た り 医 療費 と い う の は か か って い る も の な ん で すか 。 藤 崎 の 場 合 、

全県の中でどれぐらいなのかということ、その辺まずお聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。平成二十四年度の一人当たりの医療費のデータがまだ公表されていないため、平成二十三年度の状

況 に つ い て お 答 え した い と 思 い ま す 。 数値 は 青 森 県 の 国 保 連で 出 し て お り ま す 国民 健 康 保 険 図 鑑 の ほう の 数 値 を 答 弁 さ

せ て い た だ き ま す 。一 人 当 た り の 医 療 費、 青 森 県 平 均 で 二 十一 万 八 千 三 百 一 円 とな っ て お り ま す 。 我が 藤 崎 町 は 二 十 二

万 四 千 九 円 で 、 県 の平 均 よ り 五 千 七 百 八円 ほ ど 高 く な っ て おり ま す 。 県 内 の 順 位で は 、 県 内 四 十 市 町村 の う ち 上 か ら 十

五番目に高い金額となっております。以上であります。

○委員長（前田信一君）
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浅利委員。

○浅利直志委員

四十市町村のうちの中くらいだば二十だはんで、それよりもちょっと上だということなんです。医療機関が多いから、

も う ち ょ っ と 十 番 手ぐ ら い な の か な と 思っ て い た ん で す け れど も 。 ち な み に 、 最近 弘 大 の 中 路 先 生 だと か 青 森 県 の 健 康

と か 長 寿 の 講 演 だ とか 、 そ れ か ら 本 も 出版 さ れ て い る ん で すけ れ ど も 、 じ ゃ あ 青森 県 は 全 国 的 に 見 てそ の 医 療 費 の 一 人

当 た り の 水 準 と い うか 、 そ れ は ど れ ぐ らい に な っ て い る ん です か 。 高 い ほ う に なっ て い る ん で し ょ うか 、 そ れ と も 低 い

ほ う に な っ て い る もの な ん で し ょ う か 。中 く ら い と か 、 そ の辺 、 何 か わ か っ て いま し た ら お 知 ら せ 願え れ ば と 思 います。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。これから申し上げる数値は国保新聞に掲載されていた数値なんですけれども、平成二十三年度の一

人 当 た り の 医 療 費 の全 国 平 均 は 三 十 万 五千 二 百 七 十 六 円 、 青森 県 の 平 均 が 二 十 一万 八 千 三 百 一 円 で すの で 、 全 国 平 均 よ

り青森県平均は八万七千円ほど低くなっております。以上であります。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

療養給付費といいますか、その中で高額にかかる医療もあるんですけれども、私の常識で考えれば、がんの最終的な治

療 だ と か 、 そ れ か らイ ン ス リ ン が 必 要 な患 者 と い う か 、 そ うい う こ と も 含 ま れ るん だ と 思 い ま す け れど も 、 が ん の 治 療

だ と か そ う い う の で医 療 費 が 余 計 か か って い る と か 、 そ う いう よ う な こ と は な いん で し ょ う か 。 具 体的 に こ の 医 療 給 付

費 の こ こ 二 、 三 年 の動 向 と い う の は ど うい う ふ う に な っ て いら っ し ゃ る も の な んで す か 。 二 、 三 年 とい う の は 、 二 十 四



- 67 -

年度決算ですので二十二年、二十三年とか、そういうことではどういうふうな推移になっているんでしょうか。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。疾病別の保険給付費を集計したデータは手元に持ってきておりません。ただ、それを集計している

かどうかもちょっと今のところ定かではありません。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

そういう詳しいことというよりも、保険給付費というのが二、三年なら二、三年、横ばい状態なのか、その辺、どうい

う状態なのかなということをお聞きしたんですけれども。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。保険給付費全体では、平成二十二年度が十二億八千六百万円余り、平成二十三年度が十二億八千七

百 万 円 余 り 、 平 成 二十 四 年 度 が 十 二 億 九千 四 百 万 円 余 り と 、若 干 、 二 十 二 年 度 と二 十 三 年 度 と 比 較 して は 百 万 円 ほ ど ふ

えておりますし、二十三年度と二十四年度と比較しては七百万円ほどふえているという状況でございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員
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同じ項目なので、あとやめます。いずれにしても、がんだとか、私もたばこもやめられないで迷惑しているんですけれ

ども、たばこ税や何かちょっと入ってきているのかなと思いますけれども、この件の質問は終わりたいと思います。

二百三十二ページでございます。何かさっき大分詳しく説明もしていたんですけれども、ちょっと聞き逃したんですけ

れ ど も 、 償 還 金 と いう の が あ り ま す ね 。そ の 中 で の 三 節 、 十一 の 諸 支 出 金 の 償 還金 で す ね 。 こ の 中 で、 こ の 返 還 金 二 千

百 七 十 万 円 に つ い ても 説 明 し て い た ん です け れ ど も 、 ち ょ っと 聞 き 漏 ら し た ん です け れ ど も 、 具 体 的に こ の 返 還 、 償 還

というのはどういう理由で返還しなきゃならなかったんですか。お聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。療養給付費に特定健康診査等の国庫負担金、県の負担金等は、年の中途で負担金が確定して、翌年

度 に 精 算 す る と い う制 度 に な っ て お り ます 。 こ の 返 還 金 の 内訳 は 、 平 成 二 十 三 年度 の 国 の 療 養 給 付 費負 担 金 の 返 還 金 が

一 千 八 百 九 十 六 万 五千 九 百 八 十 二 円 、 同じ く 二 十 三 年 度 の 支払 基 金 に 対 す る 療 養給 付 費 交 付 金 の 返 還金 が 百 八 十 六 万 九

百 八 十 八 円 、 国 の 特定 健 康 診 査 等 国 庫 負担 金 の 返 還 金 が 四 十三 万 三 千 円 、 同 じ く県 の 特 定 健 康 診 査 等返 還 金 が 四 十 三 万

三 千 円 、 そ れ か ら 国の 平 成 二 十 三 年 度 高齢 者 医 療 制 度 円 滑 運営 事 業 返 還 金 が 九 千八 百 四 十 九 万 円 で 、合 わ せ て 二 千 百 七

十万六千八百十九円となったものであります。以上であります。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

そうすると、年度の途中で仮に締めるといえば何なんですけれども、締めて、そして年度が二十三年度なら二十三年度

全 体 が 終 わ っ た 段 階で 最 終 的 な 精 算 額 が確 定 す る か ら 、 余 計も ら っ て い る の は 返す よ う な シ ス テ ム なん で す よ と い う こ
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となんですか。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。ただいま浅利委員がおっしゃったとおりでございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

同じ二百三十二ページなんですけれども、国保の運営はどこも厳しい状況でもありますし、なおかつ自治体が苦しいと

い う よ り も 、 納 付 する 人 が 大 変 厳 し い 状態 に も あ る わ け で あり ま す 。 そ れ で 、 一つ の 目 安 と し て 、 基金 が ど れ ぐ ら い あ

る の か と い う の も 今後 の 国 保 全 県 一 本 化だ と か そ う い う ス ケジ ュ ー ル も 厚 労 省 のほ う で 立 て て い る よう な ん で す け れ ど

も 、 二 十 五 年 度 末 には 、 こ の 基 金 の 調 書を 見 ま す と 、 三 千 五百 十 万 円 ほ ど に な って い る ん で す け れ ども 、 ま ず 現 在 で は

どういうふうになっていらっしゃるんでしょうか。お聞きいたします。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

お答えいたします。決算書の四百二十二ページの国保財政調整基金運用状況でございますが、三月三十一日現在では三

千 五 百 十 万 円 で ご ざい ま し た が 、 欄 外 に注 意 書 き と い う こ とで 、 出 納 整 理 期 間 中、 平 成 二 十 五 年 五 月に 五 千 十 三 万 円 を

積み立てしておりますので、合わせますと八千五百万円余りとなるものと思っております。以上であります。

○委員長（前田信一君）
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ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。

これから本案を採決いたします。本案は認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（前田信一君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十七号は認定すべきものと決定いたしました。

暫時休憩をいたします。再開時間は二時四十五分に再開いたします。

休 憩 午後二時二十六分

再 開 午後二時四十五分

○委員長（前田信一君）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

次に、議案第五十八号平成二十四年度藤崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題とします。

歳入歳出決算の説明を求めます。

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

それでは、議案第五十八号平成二十四年度藤崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件につきまし

てご説明いたします。

初めに、歳入につきましてご説明いたします。二百五十ページをお開き願います。

第一款後期高齢者医療保険料第一項第一目の特別徴収保険料の収入済み額は四千八百八十七万九千円余りとなったもの

で あ り ま す 。 第 二 目の 普 通 徴 収 保 険 料 は、 第 一 節 の 現 年 度 分普 通 徴 収 保 険 料 及 び第 二 節 の 滞 納 繰 越 分普 通 徴 収 保 険 料 を
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合 わ せ た 収 入 済 み 額が 一 千 八 百 三 十 一 万四 千 円 余 り と な り 、普 通 徴 収 保 険 料 の 収納 率 は 九 五 ・ 七 ％ とな っ た も の で あ り

ま す 。 ま た 、 保 険 料総 額 の 収 入 済 み 額 は六 千 七 百 十 九 万 三 千円 余 り と な り 、 収 納率 は 九 八 ・ 八 ％ と なっ た も の で あ り ま

す。

第三款繰入金第一項第一目事務費繰入金の職員給与費等繰入金は、後期高齢者医療事務にかかわる町職員の給与費等に

か か わ る 繰 入 金 で 、収 入 済 み 額 は 一 千 九百 一 万 一 千 円 余 り とな っ た も の で あ り 、広 域 連 合 事 務 費 繰 入金 は 広 域 連 合 職 員

の 給 与 費 等 に か か わる 共 通 経 費 の 町 負 担分 を 繰 り 入 れ し た もの で あ り 、 収 入 済 み額 は 六 百 十 四 万 三 千円 と な り 、 事 務 費

繰 入 金 の 総 額 は 二 千五 百 十 五 万 四 千 円 余り と な っ た も の で あり ま す 。 第 二 目 の 保険 基 盤 安 定 繰 入 金 は保 険 料 の 軽 減 額 に

対 す る 公 費 負 担 分 を繰 り 入 れ し た も の であ り 、 収 入 済 み 額 は四 千 五 百 六 万 一 千 円余 り と な っ た も の であ り ま す 。 第 三 目

の 療 養 給 付 費 繰 入 金は 広 域 連 合 で 給 付 を行 っ て い る 療 養 給 付費 に か か わ る 町 負 担分 で あ り 、 収 入 済 み額 は 一 億 四 千 九 百

六 十 五 万 九 千 円 余 りと な っ た も の で あ りま す 。 こ れ ら の 繰 入金 は い ず れ も 一 般 会計 か ら 町 負 担 分 と して 繰 り 入 れ し た も

のであります。

第四款後期高齢者医療広域連合支出金は、二百五十二ページをお願いいたします。第一項第一目の後期高齢者医療制度

補 助 金 は 、 町 が 実 施し て い る 高 齢 者 肺 炎球 菌 ワ ク チ ン 接 種 助成 事 業 に 対 す る 広 域連 合 か ら の 補 助 金 で、 収 入 済 み 額 が 十

四万四千円となったものであります。

第五款繰越金は前年度からの繰越金であり、収入済み額は百八十六万九千円余りとなったものであります。

第六款諸収入第三項第一目の返納金は、前年度の療養給付費の確定に伴い、広域連合から返納金として返還されたもの

であり、収入済み額は二十二万九千円余りとなったものであります。

次に、歳出につきましてご説明いたします。二百五十八ページをお開き願います。

第一款総務費第一項第一目の一般管理費は、町職員の人件費等の経常経費、後期高齢者医療システムの保守業務委託料

などが主なものであり、支出済み額は一千八百五十九万六千円余りとなったものであります。
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第二項第一目の徴収費は徴収にかかわった費用であり、支出済み額は二十一万三千円余りとなったものであります。

二百六十ページをお願いいたします。第二款後期高齢者医療広域連合負担金第一項第一目の後期高齢者医療広域連合負

担 金 の 保 険 料 等 負 担金 は 、 町 で 徴 収 し た保 険 料 及 び 保 険 料 軽減 額 の 公 費 負 担 分 の保 険 基 盤 安 定 負 担 金等 を 広 域 連 合 へ 納

付 す る も の で あ り 、支 出 済 み 額 は 一 億 一千 二 十 二 万 五 千 円 余り と な っ た も の で あり ま す 。 広 域 連 合 事務 費 負 担 金 は 広 域

連 合 職 員 の 給 与 費 等に 係 る 共 通 経 費 の 町負 担 分 で あ り 、 支 出済 み 額 は 六 百 十 四 万三 千 円 と な っ た も ので あ り ま す 。 療 養

給 付 費 負 担 金 は 広 域連 合 で 給 付 を 行 っ てい る 療 養 給 付 費 に かか わ る 町 負 担 分 で あり 、 支 出 済 み 額 は 一億 四 千 九 百 六 十 五

万 九 千 円 余 り と な った も の で あ り ま す 。こ れ ら は い ず れ も 広域 連 合 へ 支 払 っ た 負担 金 で あ り 、 負 担 金の 総 額 は 支 出 済 み

額で二億六千六百二万七千円余りとなったものであります。

第三款諸支出金第二項第一目の一般会計繰出金は、前年度の療養給付費負担金の確定に伴い、広域連合から返納された

返納金を一般会計へ繰出金として精算したものであり、支出済み額は二十二万九千円余りとなったものであります。

二百六十二ページをお開きください。実質収支でありますが、歳入総額が二億八千九百五十一万八千円余り、歳出総額

が 二 億 八 千 五 百 十 九万 一 千 円 余 り と な り、 歳 入 歳 出 差 引 額 は四 百 三 十 二 万 七 千 円余 り と な っ た も の であ り 、 こ れ は 平 成

二十五年度へ繰り越しするものであります。

以上が議案第五十八号平成二十四年度藤崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件の概要説明でご

ざいます。

○委員長（前田信一君）

説明が終わりました。

これから質疑を行います。浅利委員。

○浅利直志委員

ページ数でいくと、二百六十一ページです。二百六十一ページの十九節負担金補助、後期高齢者医療広域連合負担金、
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実 際 、 後 期 高 齢 者 を広 域 連 合 で や る と 、当 時 か ら 今 も 論 と して は 広 域 的 な の で やる と い う の と 、 県 庁に み ん な 任 せ て ま

れ ば い い ん だ ね と いう の も な い わ け で はな い ん で す け れ ど も、 現 状 こ の 後 期 高 齢者 広 域 連 合 と い う のは 、 町 長 ク ラ ス の

人 も 委 員 に な っ て いる ん で す け れ ど も 、こ れ 何 人 ぐ ら い の スタ ッ フ で 実 際 は こ の事 務 や そ う い う も のを 取 り 仕 切 っ て い

る も の な ん で す か 。ち ょ っ と 見 に 行 っ たこ と も な い の で わ から な い ん で す け れ ども 、 ど れ ぐ ら い の 人が ス タ ッ フ で や っ

ているものなんでしょうか。

うちの町長はあれでないですね。議長もない。広域連合だはんで、その事務スタッフというのはどれぐらいの人がかか

わ っ て こ れ を や っ てい る の か と い う こ とな ん で す け れ ど も 。わ か ら な け れ ば 明 日も 委 員 会 あ り ま す ので 、 明 日 で も よ ろ

しいです。

○委員長（前田信一君）

住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）

後期高齢者医療広域連合の正確な職員数については現時点では把握していませんので、本委員会終了後問い合わせして

明日でも回答したいと思いますが、いかがでしょうか。

○委員長（前田信一君）

浅利委員。

○浅利直志委員

本委員会終了してじゃなくて、本委員会中。あしたでいいです。

○委員長（前田信一君）

住民課長、それでよろしいですか。住民課長。

○住民課長（三浦郁雄君）
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それでは、あしたの委員会開会前に報告いたします。以上です。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。

これから本案を採決します。本案は認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（前田信一君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十八号は認定すべきものと決定いたしました。

次に、議案第五十九号平成二十四年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題と

します。

歳入歳出決算の説明を求めます。福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

それでは、議案第五十九号平成二十四年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件につ

きまして、ご説明を申し上げます。

それでは、三百二ページの実質収支に関する調書をお開き願います。平成二十四年度の決算は、歳入総額が十七億一千

百 四 十 七 万 一 千 九 十八 円 、 歳 出 総 額 は 十六 億 七 千 二 百 二 万 九千 五 十 二 円 と な り 、歳 入 か ら 歳 出 を 差 し引 い た 剰 余 金 三 千

九 百 四 十 四 万 二 千 四十 六 円 は 、 そ の 全 額を 地 方 自 治 法 第 二 百三 十 三 条 の 二 の 規 定に よ り 、 介 護 保 険 財政 調 整 基 金 へ 積 み

立てしたものであります。

次に、二百六十八ページ以下の歳入歳出決算書款項別集計表、またその詳細につきましては二百七十六ページ以下の決

算事項別明細書によりご説明を申し上げます。

それでは、二百六十八、二百六十九ページの歳入歳出決算書款項別集計表をお開き願います。
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まず、歳入についてご説明を申し上げます。

第一款保険料第一項介護保険料は、調定額二億八千二百二十八万九千六百二十二円に対し、収入済み額二億七千九十二

万一千四百六十二円で、収納率は九六・〇％となりました。

第三款の国庫支出金は四億四千七百十三万五千八百十円となり、第四款の支払基金交付金は四億六千八百二十一万八百

六十九円、第五款の県支出金は二億四千七百八十四万三千二百七十五円となったものであります。

続きまして、第六款の財産収入は介護保険財政調整基金の利息であり、三千六百二十二円となったものであります。

第七款繰入金第一項の一般会計繰入金は二億六千六百五十二万三千円となり、第二項の基金繰入金一千三十三万五千円

は介護保険財政調整基金からの繰入金でございます。

続きまして、第九款諸収入第三項雑入四十九万八千六十円は、包括支援センターシステム使用料が主なものであります。

次に、歳出についてご説明を申し上げますので、二百七十ページをお開き願います。

第一款総務費第一項総務管理費四千四百二万五千二百十八円は職員人件費等が主なものであり、対前年度比一七・三％

の 減 と な り ま し た 。減 少 し た 主 な 要 因 とい た し ま し て は 、 第五 期 介 護 保 険 事 業 計画 の 策 定 業 務 と 介 護報 酬 の 改 定 に 伴 う

システム改修業務が終了したことによるものであります。

次に、第二項の徴収費七十二万五千七百二十三円は、保険料の決定通知等の通信運搬費が主なものであります。

次に、第三項の介護認定審査会費一千二百五十四万六千四百十三円は介護保険の要介護度等の判定に係る費用で、津軽

広域連合の介護認定審査会の負担金五百四十六万六千円が主なものであります。

次に、第四項の趣旨普及費四十万三千二百円と第五項の介護保険運営協議会費十五万二百七十円は、制度の普及と介護

保険運営協議会の費用でございます。

次に、第二款の保険給付費は十五億七千六百五十万九千五百七円となり、前年度比一・一％の増となったものでありま

す。
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次に、第三款の地域支援事業費第一項の介護予防事業費五百五万三千六百三十九円は、一号被保険者全てを対象とした

一 次 予 防 事 業 と 、 要介 護 状 態 に な る お それ が 高 い と 認 め ら れた 高 齢 者 に 対 す る 二次 予 防 事 業 の 経 費 であ り 、 介 護 予 防 の

ための運動機能の維持向上のための事業や閉じこもり予防事業を実施したものであります。

次に、第二項の包括的支援事業任意事業費二千百三十二万二千二百円は、地域包括支援センターの運営に係る費用等で

あります。

次に、第四款基金積立金第一項基金積立金八百六十三万八千五百三十九円は、介護保険財政安定化基金特例交付金と、

介護保険財政調整基金から発生した利子を基金へ積み立てしたものであります。

次に、第五款諸支出金第一項償還金及び還付加算金二百六十五万四千三百四十三円は、平成二十三年度分の国県補助金

等の精算による返還金が主なものであります。

次に、決算事項別明細書によりご説明を申し上げますので、二百七十六、二百七十七ページをお開き願います。

まず、歳入の第一款保険料第一項介護保険料第一目の第一号被保険者保険料は二億七千九十二万千四百六十二円となり、

徴 収 率 は 九 六 ・ 〇 ％、 対 前 年 度 比 は 〇 ・一 ％ 減 と な り ま し た。 要 因 は 、 現 年 度 分の 普 通 徴 収 保 険 料 の占 め る 割 合 が 保 険

料 全 体 で 高 く な っ たこ と に よ る も の で あり ま す 。 な お 、 二 年の 時 効 な ど に よ る 不納 欠 損 額 は 二 十 六 件、 百 三 万 六 百 七 十

円でありました。

次に、第三款国庫支出金第一項国庫負担金第一目の介護給付費負担金二億九千二百四十六万六千百二十円は、居宅介護

給付費用に対する二〇％、施設等介護給付費に対する一五％分の国の法定負担金であります。

次に、第二項国庫補助金第一目の調整交付金一億四千四百三十三万六千円は、国が各市町村の施設等給付費の状況によ

り 調 整 し た 結 果 支 出 さ れ る も の で 、 九 ・ 二 二 ％ の 交 付 と な っ た も の で あ り ま す 。 次 に 、 第 二 目 の 地 域 支 援 事 業 交 付 金

（介護予防事業）の百四十九万六千七百五十円は、介護予防事業費に対する二五％分の国の法定負担金であります。

次に、二百七十八、二百七十九ページをお開き願います。第三目の地域支援事業交付金（包括的支援事業任意事業）八
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百八十三万六千九百四十円は、地域支援事業費等に対する三九・五％分の国の法定負担金であります。

第四款支払基金交付金第一項支払基金交付金第一目の介護給付費交付金四億六千四百五十七万九千八百六十九円と第二

目 の 地 域 支 援 事 業 支援 交 付 金 三 百 六 十 三万 一 千 円 は 、 社 会 保険 診 療 報 酬 支 払 基 金か ら の 介 護 給 付 費 と、 介 護 予 防 事 業 に

対する二九％分の法定負担金であります。

次に、第五款県支出金第一項県負担金第一目の介護給付費負担金二億三千四百四万二千八十円は、居宅介護給付費に対

する一二・五％分と施設等介護給付費に対する一七・五％分の県の法定負担金であります。

次に、第二項県補助金第一目の地域支援事業交付金（介護予防事業）七十四万八千三百七十五円は、介護予防事業に対

す る 一 二 ・ 五 ％ 分 の県 の 法 定 負 担 金 で あり ま す 。 次 に 、 第 二目 の 地 域 支 援 事 業 交付 金 （ 包 括 的 支 援 事業 任 意 事 業 ） 四 百

四十一万八千四百七十円は、包括的支援事業費等に対する一九・七五％分の県の法定負担金であります。

次に、二百八十、二百八十一ページをお開き願います。第三目の介護保険財政安定化基金特例交付金八百六十三万四千

三 百 五 十 円 は 、 介 護保 険 法 の 改 正 に よ り、 県 の 財 政 安 定 化 基金 の う ち 必 要 額 を 確保 し た 上 で 余 裕 分 につ い て は 各 拠 出 者

に返還できるようになったことにより交付されたルール分であります。

第七款繰入金第一項一般会計繰入金第一目の介護給付費繰入金二億二百五十八万七千円は、介護給付費に対する一二・

五 ％ 分 の 町 の 法 定 負担 金 で あ り ま す 。 次に 、 第 二 目 の 地 域 支援 事 業 繰 入 金 （ 介 護予 防 事 業 ） 六 十 九 万四 千 円 は 、 介 護 予

防 事 業 費 に 対 す る 一二 ・ 五 ％ 分 の 町 の 法定 負 担 金 で あ り ま す。 次 に 、 第 三 目 の 地域 支 援 事 業 繰 入 金 （包 括 的 支 援 事 業 任

意 事 業 ） 四 百 三 十 五万 四 千 円 は 、 包 括 的支 援 事 業 費 に 対 す る一 九 ・ 七 五 ％ 分 の 町の 法 定 負 担 金 で あ りま す 。 次 に 、 第 四

目 の そ の 他 一 般 会 計繰 入 金 五 千 八 百 八 十八 万 八 千 円 は 、 職 員人 件 費 等 の 事 務 費 に対 す る 一 般 会 計 か らの 繰 入 金 で あ り ま

す。

次に、二百八十二、二百八十三ページをお開き願います。第二項基金繰入金第一目の介護保険財政調整基金繰入金一千

三十三万五千円は、財源補塡のため基金から繰り入れしたものであります。
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次に、支出についてご説明を申し上げますので、二百九十二、二百九十三ページをお開き願います。

第二款保険給付費第一項介護サービス等諸費第一目の介護サービス等諸費十四億一千三百六十一万六千七十六円は、要

介 護 状 態 に あ る 方 がお 使 い に な っ た サ ービ ス 給 付 費 で あ り 、対 前 年 度 比 で は 一 ・二 ％ の 伸 び と な っ たも の で あ り ま す 。

内 訳 と い た し ま し ては 、 居 宅 介 護 サ ー ビス 給 付 費 が 五 億 三 千六 百 三 万 一 千 八 百 十七 円 、 対 前 年 度 比 三・ 二 ％ の 増 、 地 域

密 着 型 介 護 予 防 サ ービ ス 給 付 費 が 二 億 六千 四 百 二 十 八 万 三 千五 百 六 十 円 、 対 前 年度 比 三 ・ 二 ％ の 増 、施 設 介 護 サ ー ビ ス

給付費が五億三千六百八十三万八千八百九十二円、前年度比一・八％の減となったものであります。

次に、二百九十四、二百九十五ページをお開き願います。第二目の介護予防サービス等諸費五千三百四十五万六千二百

七 十 八 円 は 、 要 支 援状 態 に あ る お 方 が お使 い に な っ た 介 護 予防 に 係 る 費 用 で 、 前年 度 比 で は 二 ・ 五 ％の 減 と な り ました。

次に、第三項高額介護サービス等費第一目の高額介護サービス等費三千八百一万二千五百七円は、同一月内に受けたサ

ー ビ ス の 自 己 負 担 額が そ れ ぞ れ の 世 帯 の所 得 状 況 に よ り 定 めら れ て い る 額 を 超 えた 場 合 に 支 給 さ れ るも の で 、 四 ・ 六 ％

となりました。

次に、第四項高額医療合算介護サービス等費第一目の高額医療合算介護サービス等費二百五十五万七千二百九十一円は、

介 護 保 険 と 医 療 保 険の 両 方 を 利 用 し た とき の 年 間 の 自 己 負 担額 が 世 帯 の 所 得 状 況に よ り 定 め ら れ て いる 額 を 超 え た 場 合

に支給したものであります。

次に、第五項特定入所者介護サービス等費第一目の特定入所者介護サービス等費六千七百六万五百十円は、所得の低い

方が施設サービス等を利用した場合に、保険料の段階により、その食費、住居費等の一部を支給したものであります。

次に、二百九十六、二百九十七ページをお開き願います。第三款地域支援事業費第二項包括的支援事業・任意事業費第

一 目 の 介 護 予 防 ケ アマ ネ ジ メ ン ト 事 業 費四 百 二 十 万 六 千 円 と第 二 目 の 総 合 相 談 ・権 利 擁 護 事 業 費 五 百七 十 五 万 九 千 円 、

そ し て 次 の ペ ー ジ の第 三 目 の 包 括 的 ・ 継続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ント 支 援 事 業 費 千 五 十六 万 七 千 七 百 二 十 四円 は 、 地 域 包 括 支

援センターの運営に係る費用でございます。
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以上、平成二十四年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件についての概要でありま

す。

○委員長（前田信一君）

説明が終わりました。

これから質疑を行います。浅利委員。

○浅利直志委員

ページ数でいきますと、二百九十七ページの介護予防事業費となっているんですけれども、その中の一次予防事業費に

つ い て 、 と り あ え ずお 聞 き い た し ま す 。委 託 料 で 二 百 七 十 七万 ほ ど に な っ て お るん で す け れ ど も 、 その 中 で 閉 じ こ も り

予 防 と い う の が 百 十五 万 、 こ れ と そ の 下の 運 動 機 能 向 上 支 援と い う こ と に な っ てい る ん で す け れ ど も、 も う ち ょ っ と 具

体 的 に ど う い う こ とを や っ て い ら っ し ゃる も の な ん で し ょ うか 。 そ の 事 業 の 委 託の 内 容 で す ね 。 そ のこ と を お 聞 き い た

します。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

お答えを申し上げます。まず、高齢者支援対策事業のうち閉じこもり予防事業、委託料百十五万五千円の内容でござい

ま す が 、 こ れ が ま ず名 称 が 元 気 教 室 と なっ て お り ま し て 、 社会 福 祉 法 人 さ ん ふ じさ ん の ほ う に 委 託 して 、 月 二 回 事 業 を

実 施 し て お り ま す 。主 な 内 容 と い た し まし て は 、 書 道 、 手 芸、 調 理 教 室 や 遠 足 など を 実 施 い た し ま して 、 実 施 場 所 と し

て は 町 文 化 セ ン タ ー、 そ れ か ら 常 盤 地 域で は 常 盤 老 人 福 祉 セン タ ー を 利 用 し て 実施 し て お り ま す 。 参加 者 に つ き ま し て

は、藤崎地域が十六名、常盤地域が十六名、年間全体として延べ四百三名ということの実施者でございます。

それと、もう一つのほうが運動機能向上支援事業ということで、これは百六十一万七千円の委託料になっております。
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委 託 先 が ニ チ イ 学 館、 そ し て 事 業 の 実 施回 数 が 月 二 回 、 実 施場 所 が こ れ も 先 ほ どと 同 じ 場 所 に な り ます が 、 町 文 化 セ ン

タ ー 、 そ れ か ら 常 盤地 域 は 常 盤 老 人 福 祉セ ン タ ー で ご ざ い ます 。 事 業 の 内 容 と いた し ま し て は 、 筋 力維 持 と 転 倒 予 防 を

目 的 と い た し ま し て健 康 チ ェ ッ ク 、 ス トレ ッ チ 及 び 健 康 ダ ンス な ど を 健 康 運 動 士な ど に よ り 健 康 指 導を 行 っ て お り ます。

参 加 者 の 数 が 藤 崎 地域 が 二 十 二 名 、 常 盤地 域 が 十 三 名 、 年 間の 延 べ 参 加 者 が 三 百六 十 四 名 と い う 状 況で ご ざ い ま す 。 以

上です。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。浅利委員。

○浅利直志委員

私も前期高齢者の仲間入りをしてしまいました。いずれにしても、ニチイ学館さんにも委託してやったりしているんで

す け れ ど も 、 対 象 は何 な ん で す か 。 年 いっ た 人 が 対 象 だ と いう よ り も 、 要 支 援 一、 二 だ と か 、 そ う いう 人 が 対 象 な ん で

すよね。というふうに理解してよろしいんですか。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

お答えを申し上げます。まず、第一次予防事業の対象者につきましては、一号の被保険者全てが対象ということになっ

て お り ま し て 、 元 気な 高 齢 者 と い う 位 置づ け さ れ て お り ま す。 そ し て 、 二 次 予 防事 業 に 関 し て は 、 要介 護 、 要 支 援 の 対

象者ではないと。そのおそれがある方を対象として実施しているものでございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。浅利委員。

○浅利直志委員
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ページ数でいきますと、二百九十三ページの介護サービス等諸費ですけれども、施設介護サービス給付費五億三千六百

八 十 三 万 と い う こ とで 、 何 か さ っ き の 説明 で い き ま す と 、 私の メ モ に よ る と 、 若干 で も 減 っ て い る 、〇 ・ 一 八 ％ ぐ ら い

金 額 と し て は 減 っ てい る ん だ と い う 説 明が あ っ た よ う に 思 うん で す け れ ど も 、 その 要 因 は ど う い う こと が 考 え ら れ ま す

でしょうか。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

お答えを申し上げます。私もその辺について、同じようにちょっと不思議な点がございましたので、少し調査してみま

し た 。 そ し て 、 そ の原 因 と い う か 、 恐 らく そ う で あ ろ う と いう こ と し か 言 え な いん で す が 、 使 わ れ てい る 、 施 設 を 利 用

さ れ て る 方 に つ い ては ほ ぼ 同 数 で ご ざ いま し た 。 そ し て 、 しか ら ば な ぜ 給 付 費 が下 が っ て い る の か なと い う こ と に な る

ん で す が 、 や は り 要介 護 度 が 低 い 方 が この 施 設 を 利 用 さ れ てい た と い う こ と で ござ い ま し て 、 そ れ が一 番 の 要 因 で あ り

ま し た 。 そ し て 、 逆に 地 域 密 着 型 が 若 干そ の 分 を フ ォ ロ ー して い る よ う な 形 で 金額 的 に は ふ え て い ると い う 形 で 、 私 の

ほうではそういう検討内容になってございます。以上です。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

二百七十七ページの介護保険の保険料についてお尋ね申し上げます。なかなか介護保険料、その他の税金もあって、払

い た く て も 経 済 的 なと い う か 、 さ ま ざ まな 問 題 が あ っ て 納 めら れ な い 方 が い ら っし ゃ る の も 現 実 で ござ い ま す 。 そ う い

っ た 方 々 が 介 護 サ ービ ス を 受 け る 際 、 どの よ う な も の に な るの か 。 例 え ば 制 約 があ る の か 、 そ う い うも の が な い の か と

か、そういうのをちょっとまずお尋ねしたいと思います。
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○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

滞納者に関しての給付サービスの制限というのは、基本的には今現在とっておりません。それに関連して、所得が低く

て い ろ ん な サ ー ビ スを 受 け て い る と い う方 に 対 し て は 、 先 ほど も 説 明 の 中 で 申 し上 げ ま し た が 、 高 額な 介 護 予 防 、 あ る

程度上限を定めて、それ以上かかってもその分はお返しすると、そういう制度になっております。以上です。

○委員長（前田信一君）

鶴賀谷委員。

○鶴賀谷 貴委員

町民の方、特に高齢者の方とお話しする場合もあるんですけれども、なかなか介護保険導入になってもう数年たってい

る ん で す け れ ど も 、ま だ ま だ 町 民 の 方 、要 は 国 民 に も 理 解 され て い な く て 、 介 護保 険 、 本 当 は 使 え るの に わ か ら な く て

サ ー ビ ス を 受 け ら れな い 方 っ て ま だ ま だ私 た く さ ん い る と 思う ん で す よ 。 そ う いっ た 中 に お い て 、 今後 町 と し て ま す ま

す 高 齢 社 会 が 進 む この 時 代 に 、 ど う や って 今 度 そ う い う 部 分で 広 報 し て い く の かと い う と こ ろ を お 尋ね 申 し 上 げ た い と

思います。

○委員長（前田信一君）

福祉課長。

○福祉課長（齋藤美津昭君）

お答え申し上げます。まだ住民のほうに介護保険制度が末端まで行き届いていないのではないかというご質問でござい

ま す 。 そ う い う 方 がお ら れ る と い う こ とは 、 ま こ と に 私 た ちの 力 不 足 で あ ろ う と深 く 反 省 い た し ま す。 こ れ ま で も 介 護

保 険 事 業 に 関 し て はい ろ ん な 広 報 活 動 をし て ま い っ た わ け であ り ま す が 、 そ う いう 声 が あ る と い う こと を 受 け と め ま し
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て、今後も今以上に普及に努めてまいりたいと思っております。以上です。

○委員長（前田信一君）

ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）これで質疑を終結いたします。

これから本案を採決いたします。本案は認定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（前田信一君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十九号は認定すべきものと決定いたしました。

これをもって本日の日程は終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

大変ご苦労さまでした。

散 会 午後三時二十三分


